
明
清
期
・
漸
東
に
お
け
る
州
勝
行
政
と
地
域
エ
リ
ー
ト

上

田

信

は

じ

め

に

一

嘉

靖

年

開

(1
〉
里
甲
制
下
の
州
懸
行
政

(
2
〉
豪
右
(
超

・
州
豚
エ
リ
ー
ト
〉

二

高

暦

年

開

(
1
〉
一
候
鞭
法
施
行
後
の
州
勝
行
政

〈

2
)

郷
紳
(
未
組
織
州
豚
エ
リ
ー
ト
)

三

清

代

前

・
中
期

(
1
〉
徴
税
と
州
勝
行
政

(

2

)

邑
紳
(
集
図
的
州
豚
エ
リ
ー
ト
)

お

わ

り

に
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t主

じ

め

園
家

・
公
樺
力

・
官
と
い
う
言
葉
は
、
酸
味
で
あ
る
が
放
に
便
利
な
の
で
あ
り
、
社
舎
と
官
僚
機
構
と
の
関
連
を
分
析
す
る
用
語
に
は
な
り

(
1〉

得
な
い
。
拙
稿
「
地
域
と
宗
族

l
斯
江
省
山
開
部
|

|
」
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
同
様
の
暖
味
さ
に
囚
わ
れ

て
い
る
。
拙
稿
は
、
新
東
地
方
の
い
く
つ
か
の
族
譜
の
分
析
を
通
し
て
、
明
末
清
-
初
期
の
祉
舎
嬰
動
を
解
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

533 
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れ
ま
で
燃
内
で
混
交
渉
で
あ
っ
た
同
宗
の
複
数
の
同
族
集
園
が
、
明
末
以
降
、
統
合
に
向
け
て
動
き
始
め
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
動
向
を

説
明
す
る
た
め
に
提
示
し
た
論
理
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
明
代
後
期
に
不
在
地
主
制
が
準
展
す
る
と
、
在
地
社
舎
が
自
律
性
を
失

水
利
等
を
維
持
で
き
な
く
な
る
。

の
問
題
を
州
牒
レ
ベ
ル
に
ま
で
持
ち
上
げ
る
必
要
が
生
じ
、
こ
の
繁
化
に
封
躍
す
る
た
め
に
宗
族
組
織
も
州
豚
を
単
位
と
し
て
統
合
さ
れ
て
行

〈

2
)

く
の
だ
と
結
論
を
出
し
た
。
こ
の
論
理
は
、
江
南
デ
ル

タ
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
慶
化
を
研
究
し
て
い
る
漬
島
敦
俊
氏
の
見
解
に
依
援
し
、
氏

が
公
権
力
と
呼
ぶ
も
の
を
州
版
行
政
と
讃
み
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
の
研
究
に
お
い
て
、
明
代
前
期
の
水
利
事
業
の
施
行
者
が
中

し、

こ
の
間
隙
を
埋
め
る
形
で
、

州
豚
行
政
が
郷
村
社
曾
に
介
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

水
利
な
ど

央
か
ら
特
涙
さ
れ
た
官
僚
で
あ
る
の
に
封
し
、
嘉
靖
期
(
一
五
二
二
|
六
六
年
〉
を
境
と
し
て
、
小
規
模
水
利
事
業
に
も
公
権
力
が
介
入
す
る
よ

う
に
な
っ
た
結
果
、
明
代
後
期
以
降
、
州
鯨
官
が
施
行
者
と
な
る
場
合
が
増
加
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
州
厭
行
政

の
同
型
化
と
ど
の
よ
う
に
開
通
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
拙
稿
も
ま
た
、
こ
の
貼
を
解
明
し
よ
う
と

本
稿
は
、
拙
稿
の
不
備
を
補
う
た
め
に
、
漸
江
省
紹
興
府
諸
壁
牒
の
例
を
取
り
出
し
、
腕
行
政
の
襲
化
と
水
利
事
業
の
嬰
化
と
の
闘
連
を
分
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し
て
い
な
い
。

析
し
、
地
域
社
舎
と
官
僚
機
構
と
の
接
黙
に
立
つ
地
域
エ
リ
ー
ト
の
護
展
の
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

嘉

靖

年

開

(
1

)

 

里
甲
制
下
の
州
鯨
行
政

本
稿
で
取
り
上
げ
る
諸
壁
腕
は
、
銭
塘
江
の
東
、
舎
稽
山
の
西
に
位
置
し
、
自
然
地
理
の
上
で
は
、
町
東
丘
陵
匿
に
含
ま
れ
る
。
豚
は
、
全

臨
と
し
て
一
つ
の
盆
地
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
、
周
囲
を
標
高

一
0
0
0
メ
ー
ト

ル
以
下
の
山
地
に
園
ま
れ
、
中
央
部
に
浦
陽
江
と
そ
の

(

3

)

 

支
流
と
が
形
成
し
た
卒
原
が
あ
る
。
滞
陽
江
は
、
衝
州

・
金
華
盆
地
(
漸
江
省
最
大
の
盆
地
)
の
水
を
集
め
て
北
流
し
、

本
鯨
を
貫
通
し
て
粛
山



牒
に
至
る
も
の
で
、
流
域
に
は
低
模
地
が
多
く
あ
っ
た
。
現
在
の
資
料
に
擦
る
と
、
面
積
約
二
二

O
O卒
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
内
、
七

0
・二

%
が
山
地
丘
陵
、
二
・
五
%
が
河
湖
水
面
、
二
七
・
四
%
が
卒
原
で
あ
る
。

浦
陽
江
流
域
の
低
濃
地
の
耕
地
化
は
か
な
り
準
ん
で
お
り
、
遊
水
池
と
し
て
設
け
ら
れ

て
い
た
七
十
二
の
湖
泊
は
、
清
代
前
期
ま
で
に
消
滅
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
乾
隆
『
紹
輿
府
士
?
と
巻
一
五
・
水
利
志
は
、
慶
湖
と
し
て
七
十

(

4

)

 

二
湖
の
名
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
地
は
、
明
代
後
期
以
降
、
浦
陽
江
の
増
水
か
ら
耕
地
を
護
る
土
堤
(
「
填
」
と
呼
ば
れ
た
〉
の
管
理
・
修
築
が
常
に

問
題
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
麻
の
東
北
部
に
位
置
し
て
い
た
泌
湖
は
、
依
然
と
し
て
遊
水
池
の
機
能
を
保
っ
て
い
た
。

諸
壁
廓
の
低
混
地
の
水
利
事
業
に
闘
す
る
史
料
を
集
め
て
み
る
と
、
鯨
官
署
が
水
利
に
開
興
し
た
最
も
早
い
事
例
は
、
嘉
靖
二
|
七
年
〈
一

ハ
5
〉

五
二
=
丁
二
八
年
)
の
知
鯨
・
朱
廷
立
の
在
任
中
の
も
の
で
あ
っ
た
。
宣
統
豚
志
も
ま
た
、
「
諸
監
の
好
壌
の
修
築
は
、
明
嘉
靖
初
年
の
知
鯨
・

(
雨
匡
は
朱
の
字
〉
と
述
べ
て
お
り
、
鯨
志
編
纂
者
も
、
そ
れ
以
前
の
史
料
を
護
見
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
あ

明
・
嘉
靖
年
間
(
一
五
壬
丁
六
六
年
〉
に
お
い
て
、

朱
廷
立
商
産
氏
よ
り
始
ま
る
」

(

6

)

 

朱
の
水
利
へ
の
開
輿
の
具
瞳
的
な
内
容
を
窺
う
手
懸
り
は
、
彼
自
身
の
手
に
成
る
「
観
稼
亭
説
」
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

湖
と
山
と
が
宇
ば
し
、
皐
害
と
水
害
を
い
ず
れ
も
被
る
。
私
が
嘉
靖
二
年
に
知
豚
と
な
っ
た
翌
年
の
夏
、
:
:
:
雨
が
十
日
間
も
降
り
績
い
て
い

「
諸
壁
の
地
は

- 73ー

る。な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
湖
田
の
民
が
〔
鯨
〕
聴
に
来
て
、
水
害
で
あ
る
と
訴
え
た
。
私
が
親
察
に
赴
く
と
、
果
し
て
そ
の
国
土
は
水
び
た
し

ほ
と
ん
ど
牧
穫
が
な
か
っ
た
。
私
は
、
備
え
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

に
な
り
、
土
堤
は
崩
れ
、
作
物
は
水
浸
し
て
い
た
。
:
:
:
こ
の
年
は
、

考
え
、
:
:
:
北
部
の
湖
〔
団
地
区
〕
に
赴
き
、
湖
民
に
『
お
前
達
は
自
分
の
土
堤
を
修
築
し
、
崩
壊
を
防
げ
』
と
申
し
渡
し
た
。
民
は
『
〔
土

堤
修
築
は
〕
我
々
の
仕
事
で
あ
る
』
と
答
え
、
進
ん
で
作
業
を
行
な
っ
た
。
こ
の
翌
年
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
開
、
雨
が
降
り
績
い
た
が
、
水

(
7〉

害
で
あ
る
と
訴
え
て
来
た
者
は
い
な
か
っ
た
」
。
こ
の
記
事
か
ら
、
湖
団
地
区
の
住
民
は
嘗
時
、
自
律
的
に
水
利
を
維
持
す
る
能
力
を
保
っ
て

お
り
、
牒
行
政
は
、
こ
の
能
力
を
活
性
化
さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
懸
が
直
接
的
に
作
業
の
現
場
に
介
入
し
て
い
る

535 

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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し
か
し
、
豚
行
政
は
次
の
よ
う
な
形
で
開
接
的
に
在
地
の
水
利
維
持
能
力
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
朱
が
知
鯨
で
あ
っ
た
と
き
に
、
郷
鯨

(
8〉

で
あ
る
山
陰
・
禽
稽
二
豚
の
防
潮
堤
の
築
造
を
行
な
う
と
い
う
計
霊
が
出
さ
れ
、
諸
師
且豚
に
は
径
役
を
出
さ
せ
る
代
わ
り
に
金
銭
を
毎
年
課
す

(

9

)

 

と
い
う
議
論
が
篤
さ
れ
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
朱
は
「
海
塘
或
問
」
を
著
し
、
反
駁
を
加
え
る
。
そ
の
骨
子
は
、
天
災
に
備
え
る
場
合
、
各
行

政
区
域
内
で
行
な
う
べ
き
で
あ
り
、
山
陰
・
曾
稽
の
防
潮
堤
の
修
築
は
二
腕
の
住
民
が
径
役
を
負
捲
し
、
諸
壁
鯨
の
住
民
は
そ
の
湖
田
の
土
堤

(
日
〉

「
海
摺
或
問
」
は
、

の
維
持
に
専
念
す
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

「
越
(
湖
東
〉
に
硯
察
に
来
た
者
が
あ
り
、

「
海
塘
(
防
潮
堤
〉
の
議
」
を
唱
え
て
い
た
紹
興
知
府
・
南
大
士
口
を
批
判

廷
立
に
『
あ
な
た
の
管
轄
区
域
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
海

塘
の
議
を
耳
に
し
た
。
こ
の
議
は
誰
が
潟
し
て
い
る
の
か
』
と
問
う
た
。
廷
立
は
『
〔
知
府
の
〕
南
大
士
口
で
す
』
と
答
え
た
。

れ
(
海
婚
の
議
)
は
あ
っ
た
の
か
』
。
〔
廷
立
〕
『
あ
り
ま
し
た
』
。
『
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
故
に
南
大
吉
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
』
〔
廷
立〕

『
塘
は
海
潮
に
備
え
る
も
の
で
あ
り
沿
海
の
人
が
こ
れ
を
築
く
と
い
う
こ
と
は
、
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
諸
壁
の
民
を
率
い
て
赴
き
、

労
役
を

『
以
前
か
ら
こ

供
出
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
根
擦
と
し
て
、

〔
海
塘
の
議
を
〕
世
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
南
大
吉
が
魚
し
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『
諸
壁
は
山
地
と
湖
沼
の
聞
に
位
置
し
、
諸
壁
の
居
民
は
湖
を
開
拓
し
て
耕
地
と
し
た
た
め
に
、
水
害

に
苦
し
ん
で
い
る
。
故
に
〔
諸
監
豚
民
が
〕
好
(
湖
回
の
土
提
〉
と
開
係
が
深
い
こ
と
は
、
沿
海
の
居
民
が
海
塘
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
と
同

じ
で
あ
る
。
今
、
〔
諸
監
豚
民
を
〕
符
と
切
り
離
し
、
海
塘
〔
を
造
築
す
る
事
業
〕
に
赴
か
せ
た
と
す
る
と
、
私
は
海
塘
が
完
成
す
る
前
に
、

諸
壁
豚
が
沼
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。
人
民
は
い
っ
た
い
、
こ
の
よ
う
な
議
を
よ
し
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
惜

て
い
る
議
論
で
あ
る
。
』
:
:
:
〔
廷
立
〕

し
い
こ
と
に
、
南
大
吉
は
こ
れ
に
耳
を
貸
さ
な
い
』
」
。
諸
壁
鯨
知
鯨
・
朱
廷
立
は
、
知
府
が
主
唱
す
る
案
に
異
議
を
星
し
、
照
外
の
事
業
に
針

す
る
鯨
民
の
負
捨
を
軽
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
讃
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
朱
の
異
議
が
原
因
か
ど
う
か
は
不
明
で
は
あ
る

が
、
結
局
、
知
府

・
南
大
吉
の
「
海
塘
の
議
」
は
貫
行
さ
れ
ず
、
贋
案
と
な
っ
た
。
こ
の
他
に
、
朱
は
規
定
外
の
様
々
な
出
費
を
、
毎
年
八
百

(

日

)

除
雨
削
減
し
た
と
い
う
。
こ
の
軽
減
し
た
分
の
カ
量
を
、
湖
団
地
匿
の
水
利
の
維
持
に
振
り
向
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
、
解
醒
す
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。



こ
れ
だ
け
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
嘉
靖
期
初
頭
三
六
世
紀
前
半
〉
に
お
け
る
州
豚
行
政
と
水
利
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
、
困

(

ロ

〉

難
を
覚
え
る
が
、
従
来
の
明
代
史
研
究
の
成
果
の
上
に
立
っ
て
朱
が
取
っ
た
施
策
の
背
景
を
考
え
て
み
よ
う
。
嘉
靖
期
-
初
頭
に
お
け
る
湖
田
と

は
、
主
に
鯨
城
の
南
北
に
慶
が
る
七
十
二
湖
と
一
括
し
て
呼
ば
れ
る
地
区
で
あ
り
、
泌
湖
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
泌
湖
の
無
計
霊
的
な
耕

地
化
が
祉
曾
問
題
化
す
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
嘉
靖
三
四
年
に
本
豚
知
鯨
に
着
任
し
た
林
富
春
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
泌
湖
地
区
に
は
里

(

日

〉

七
十
二
湖
地
匡
は
耕
地
化
が
準
展
し
て
い
た
た
め
、
鯉
湖
里
・

象
湖
里
等
の
里
が
設
け
ら
れ
、
湖
田

甲
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
針
し
、

地
匿
の
住
民
は
里
甲
制
の
中
に
編
入
さ
れ
て
い
た
。
潮
田
を
浦
陽
江
の
増
水
か
ら
護
る
土
堤
の
管
理
・
修
築
は
、
こ
の
里
甲
制
に
基
づ
く
徳
役

(

M

)

 

と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
根
擦
と
し
て
、
六
十
年
ほ
ど
後
に
著
さ
れ
た
『
鰹
野
規
略
』
に
、
七
十
二
湖
地
匡
の
水
利
組

織
に
閲
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

「
以
前
設
け
ら
れ
て
い
た
呼
長
は
、

即
ち
、

明
末

t主
す
で

ヤ 十

妥2
実龍
自主
度末
げせ

盗今
ペコ コ
く T.i:.
坪ソ

て長、

はよ
〕呼

長

つ
L、

〔
そ
の
た
め
、

み
な
仕
事

て

一
年
ご
と
に
交
替
し
て
い
た
。

(

お

)

〔
震
を
修
築
す
る
〕
時
期
を
先
に
延
ば
し
た
」
と
あ
り
、

水
利
事
業
の
費
用
に
つ
い
て
「
壬
寅
(
寓
暦
三

O
年、

一六

O
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を
な
お
ざ
り
に
し
、

年
〉
五
月
大
雨
。

清
水
揮
填
が
決
壊
し
、
淵
に
沈
ん
だ
。
湖
民
は
大
い
に
恐
れ
失
望
し
た
。
私
(
劉
光
復
。
知
豚
〉
は
湖
に
臨
み
、
坪
長
を
召
集

し
て
『
こ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
』
と
尋
ね
た
。
〔
好
長
の
〕
方
兆
百
三
十
三
等
は
『
以
前
は
戸
に
麿
じ
て
〔
壊
の
〕
修
築
を
分
措
さ
せ

(

日

〉

て
お
り
ま
し
た
』
と
答
え
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
高
暦
年
聞
の
改
革
の
前
に
お
い
て
、
士
一
堤
は
輪
番
制
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
坪
長
の
指

導
下
で
、
各
戸
が
労
役
を
供
出
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
里
甲
制
の
原
則
と
合
致
し
て
い
る
。

一
方
、
州
鯨
の
レ
ベ
ル
を
超
え
る
大
規
模
な
水
利
事
業
は
、
明
代
前
期
に
お
い
て
、
中
央
か
ら
波
遣
さ
れ
た
大
官
の
指
揮
の
下
、

の
州
豚
に
ま
た
が
る
多
く
の
里
甲
か
ら
労
働
力
が
調
達
さ
れ
、
務
働
を
提
供
し
な
い
里
甲
成
員
か
ら
現
物
が
徴
集
さ
れ
て
、
遂
行
さ
れ
た
。
諸

い
く
つ
か

豊
岡
脚
に
海
塘
修
築
費
用
を

一
部
分
負
捲
さ
せ
よ
う
と
し
た
紹
興
府
知
府
・
南
大
吉
の
主
張
の
論
擦
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
明
初
に
は
、
必
要
に
鹿

じ
て
随
時
科
涙
さ
れ
、
不
定
期
的
で
あ
っ
た
州
鯨
レ
ベ
ル
を
超
え
る
力
役
は
、
し
だ
い
に
固
定
化
し
て
行
き
、
里
甲
に
編
入
さ
れ
て
い
た
人
民

の
大
き
な
負
措
と
な
っ
た
。
明
代
中
期
以
降
、
信
役
の
貨
幣
納
化
が
準
展
し
始
め
た
と
き
、
最
-
初
に
貨
幣
納
が
施
行
さ
れ
た
役
目
は
、
在
地
の

537 
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農
業
生
産
と
は
全
く
無
関
係
な
、
遠
く
の
官
署
に
赴
い
て
就
役
す
る
「
遠
役
」
で
あ
り
、
次
い
で
州
鯨
レ
ベ
ル
を
超
え
在
地
の
再
生
産
機
構
の

維
持
と
直
接
係
わ
り
が
な
い
大
規
模
水
利
事
業
に
針
す
る
負
措
で
あ
っ
た
。
貨
幣
納
化
が
最
も
遅
れ
た
領
域
は
、
州
豚
レ
ベ
ル
以
下
の
、
在
地

の
再
生
産
と
係
わ
る
部
分
で
あ
り
、
明
末
の
均
回
均
役
へ
向
け
た
改
革
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
嘉
端
初
頭
、
朱
廷
立
の
施
策
は
、
す

で
に
貨
幣
納
化
さ
れ
て
い
た
州
燃
を
超
え
る
負
捨
を
可
能
な
限
り
軽
減
し
よ
う
と
す
る
一
意
園
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。

朱
廷
立
の
任
期
中
に
、
州
照
行
政
の
一
環
と
し
て
初
め
て
水
利
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、

嘉
靖
初
期
に
は
諸

段
豚
に
お
い
て
も
里
甲
制
が
弛
緩
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
翠
げ
ら
れ
よ
う
。

ま
た

朱
の
主
践
的
な
候
件
と
し
て
、
彼
が
王
守
仁
(
陽
明
)
に

就
い
て
皐
を
修
め
、
在
地
社
舎
の
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
い
う
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
翠
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朱
は
嘉
靖
二

年
の
進
士
で
あ
り
、
彼
の
最
初
の
任
地
が
諸
豊
厭
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
地
域
社
舎
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
い
う
心
的
な
態
度
を
保
持
し

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
明
清
期
の
政
治
思
想
と
州
照
行
政
の
襲
化
と
の
聞
に
は
、

カ

内
面
的
な
闘
連
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

- 76ー

(
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)

 

豪
右
(
超

・
州
牒
エ
リ
ー
ト
)

泌
湖
の
耕
地
化
が
腕
行
政
の
劉
象
と
な
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は

嘉
靖
三
四
|
三
七
年
(
一
五
五
五
|
五
八
年
〉
の
知
鯨
・
林
富
春
で
あ

る
。
首
時
、
倭
冠
の
被
害
が
華
東
沿
海
の
全
域
に
及
び
、
各
州
豚
は
、
倭
冠
か
ら
の
防
衛
に
腐
心
し
て
い
た
。
諸
蟹
豚
城
の
城
郭
は
、
明
の
成

化
年
開
(
一
五
世
紀
半
ば
〉
以
降
、
修
築
が
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
崩
癒
し
て
お
り
、
こ
の
城
郭
の
造
築
補
強
が
急
務
と
な

っ

て
い
た
。
林
知
鯨
は

こ
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
に
、

遊
水
池
と
し
て
鯨
北
部
の
粛
山
豚
の
農
民
に
思
恵
を
興
え
て
い
た
泌
湖
(
官
有
地
で

林
は
城
門
に
務
示
し
た
布
告
に
、

あ
っ
た
)
を
、

「
城
郭
は
も
と
も
と
官
地
で
あ
り
、
人
民
の
あ
ず
か
る
所

(

日

〉

で
は
な
い
。
城
郭
は
元
来
官
が
造
る
も
の
で
あ
り
、
人
民
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
は
し
な
い
」
と
述
べ
、

寅
却
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。

一
人
の
民
を
も
答
打
つ
こ
と
な
く
城

郭
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
。



泌
湖
は
宋
代
以
来
、
用
水

・
蓄
水
池
と
し
て
、
耕
地
化
を
厳
禁
さ
れ
て
来
た
。
明
代
中
期
ご
ろ
、
湖
の
沿
岸
の
住
民
が
小
規
模
な
が
ら
耕
地

化
し
て
い
た
。
牒
の
側
は
名
目
上
は
湖
泊
で
あ
る
か
ら
税
糧
を
科
す
こ
と
は
出
来
ず
、
里
甲
も
置
か
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
湖
の
耕
地
化
は
大

き
な
利
益
を
十
三
慮
と
稿
さ
れ
る
湖
田
保
有
者
に
も
た
ら
し
た
。
十
三
庭
と
は
、
泌
湖
周
謹
の
十
三
の
同
族
集
圏
を
一
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
燃
は
湖
田
化
を
禁
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
有
数
な
方
法
は
な
か
っ
た
。
嘉
靖
三
三
年
(
一
五
五
四
年
〉
、
知
豚
・
徐
州
慨
は
湖
田
を
調
査
し
、

(

問

〉

こ
の
既
成
事
買
を
追
認
す
る
方
針
を
示
し
、
次
い
で
知
豚
と
な
っ
た
林
が
、
回
開
の
財
源
を
得
る
た
め
に
、
民
が
湖
泊
を
質
質
上
買
入
れ
て
耕
地

「嘉
靖
三
四
年
多
、
監
司
に
城
郭
を
築
造
す
る
こ
と
を
要
請
し

〔
そ
の
た
め
〕
官
有
の
泌
湖
を
責
り
、
以
て
〔
資
金
を
〕
補
な
う
こ
と
を

(
鉛
〉

一
二
月
一

一
日
か
ら
工
事
を
始
め
、
翌
三
五
年
六
月
に
完
成
し
た
。
公
私
の
費
用
は
六
高
徐
り
。
」
と

あ
り
、
そ
の
後
に
城
郭
築
造
に
力
の
あ
っ
た
十
六
人
の
富
民
の
名
を
掲
げ
る
。
宣
統
鯨
志
は
、
こ
の
富
民
の
姓
が
十
三
で
あ
る
(
亥
・
路
・
禁
・

(

幻

)

呉
・
蒋
・
楼
・
食
・
越

・
賀
・
王
姓
各
一
人
、
幸
町
・
何
・
陳
姓
各
二
人
)
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
十
三
姓
が
即
ち
十
三
躍
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
こ

(

幻

)

の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
泌
湖
の
南
方
に
位
置
す
る
楓
橋
鎮
を
中
心
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
大
同
族
集
圏
が
、
路

・
棲
姓
で
あ
っ
た
こ
と

と
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
に
な
る
。
林
の
手
に
成
る
「
修
城
記
」
に
は
、

た
。
時
に
公
金
は
歓
乏
し
て
お
り
、
民
力
も
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
。

求
め
た
。
許
可
が
下
り
た
と
こ
ろ
で
、
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と
符
合
す
る
。

林
知
豚
の
施
策
が
行
な
わ
れ
た
後
に
、
泌
湖
が
い
か
よ
う
に
開
設
さ
れ
た
か
を
俸
え
る
史
料
と
し
て
、
碑
文
を

一
つ
掲
げ
る
。

「
倭
奴
が
嬰

を
惹
き
起
し
た
後
、
城
郭
の
な
い
鯨
は
多
く
城
郭
を
築
い
て
守
り
と
し
た
。
諸
豊
岡
怖
は
以
前
か
ら
城
郭
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
零
細
で
貧
し
い

た
め
に
〔
築
城
の
〕
待
役
を
負
揖
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
巡
撫
が
建
議
し
て
、
泌
湖
を
固
と
魚
す
こ
と
を
許
し
、
民
を
募
り
小
作
権
を

買
わ
せ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
築
城
の
費
に
十
分
に
充
て
ら
れ
る
と
し
た
。

口

(
飲
字
|
誇
者
〉
は
認
可
し
た
。
そ
こ
で
小
作
者
を
募
る
命
令
が
行

な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
貧
困
で
零
細
な
力
で
は
、
豊
か
な
土
地
を
小
作
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
豚
官
が
城
郭
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を

な
お
も
助
け
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
公
(
太
保
粂
少
停
で
あ
っ
た
陸
公
の
こ
と
|
誇
者
)
は
慨
然
と
し
て
、
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必
ず
堤
を
築
く
の
を
待
っ
て
か
ら
後
に
田
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
、

そ
の
低
濃
地
を
小
作
す
る
者
は
、

田
が
造
ら
れ
豚
官
を
助
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

〔
堤
を
築
く
費
用
は
〕
む
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だ

に

は

な

ら

な

い

と

考

え

、

公

は

堤

岸

を

修

築

さ

せ

、

〔

築

城

の

〕

傍

役

に

赴

く

者

を

救

済

し

た

。

ま

た

一
方
で
民
と
利
を
争
う
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
民
で
身
陸
一
つ
で
田
土
を
持
た
な
い
者
に
は
、
そ
の
小
作
料
を
軽
く
し
て
、
耕
作
さ
せ
た
。
ま

口
(
柏
駅
字
の
た
め
意
味
不
明
|
誇
者
〉
、

た
そ
の
牧
穫
を
集
め
、
豊
作
の
年
に
は
そ
れ
を
積
み
、

た
。
こ
こ
に
お
い
て
諮
壁
豚
の
貧
し
く
て

歌
び
鼓
舞
し
て
、

の
碑
文
は
、
嘉
靖
三
九
年
(
一
五
六
O
年
)
の
年
競
を
有
す
る
「
泌
湖
重
修
聖
姑
廟
新
建
柱
石
橋
碑
」
の
一
簡
で
あ
る
。
聖
姑
廟
は
、
諸
壁
鯨

か
な
り
贋
い
宗
数
閣
を
有
す
る
廟
で
あ
り
、
こ
こ
に
泌
湖
に
闘
す
る
碑
が
立
て
ら
れ
て
い

〔
泌
〕
湖
の
傍
に
住
ん
で
い
る
者
は
、

不
作
で
不
足
し
た
と
き
に
貸
し
付
け
て
、
貧
し
く
食
糧
を
買
入
れ
ら
れ
な
い
者
を
救
つ

(
幻
〉

み
な
更
生
で
き
た
よ
う
で
あ
っ
た
」
。
こ

の
湖
団
地
底
全
域
の
住
民
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
、

る
こ
と
は
、
奇
異
な
こ
と
で
は
な
い
。

泌
湖
の
官
有
地
買
却
と
い
う
鯨
の
施
策
に
乗
じ
て
、
湖
田
の
造
成
を
推
進
し
た
陸
公
な
る
人
物
が
誰
の
こ
と
な
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

大
官
で
あ
り
、
従
っ
て
科
翠
合
格
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
手
懸
り
と
し
て
、
紹
興
府
出
身
の
進
士
を
検
討
し
た
が
、
確
寅
に
こ
れ
だ

と
い
う
人
物
は
い
な
い
。
た
だ
し
、
陸
公
が
諸
聾
鯨
人
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
陸
公
は
、
鯨
の
範
囲
を
超
越
し
た
有
力
者
で
あ
り
、
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資
金
を
投
じ
て
土
堤
を
築
き
泌
湖
の
耕
地
化
を
進
め
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

林
知
豚
の
場
嘗
た
り
的
な
施
策
の
結
果
、
秘
湖
の
耕
地
化
が
野
放
固
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

に
わ
か

関
連
の
文
章
に
は
、
「
泌
湖
が
襲
賀
さ
れ
築
城
〔
の
財
源
と
さ
れ
た
〕
後
、
そ
の
勢
い
は
既
に
は
回
復
し
難
い
も
の
と
な
り
、
官
有
の
土
堤
の

(

担

〉

外
は
、
人
々
に
占
接
さ
れ
私
業
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
「
嘉
靖
三
五
年
に
至
り
、
倭
冠
へ
の
警
戒
の
た
め
に
〔
泌
湖
を
〕
饗
貰
し
築
城
し

て
か
ら
は
、
小
高
い
丘
は
す
べ
て
官
僚
を
出
し
た
家
に
蹄
し
、
中
・
低
地
は
豪
戸
に
農
作
さ
れ
、
稼
稽
の
利
を
争
い
、
河
川
の
災
害
を
防
ぐ
こ

(

お

〉

と
を
顧
み
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
と
あ
る
。

『
鰹
野
規
略
』
に
牧
め
ら
れ
た
泌
湖

「豪
戸
」
と
は
、
前
述
の
陸
公
の
よ
う
な
祉
舎
的
存
在
で
あ
る
。
豚
は
、
急
速
な

耕
地
化
に
あ
わ
て
、
こ
れ
を
規
制
す
る
動
き
に
出
た
の
に
封
し
、
耕
地
化
を
準
め
て
い
た
十
三
躍
な
ど
と
帯
さ
れ
る
在
地
の
有
力
者
は
、

「豪

右
」
に
湖
田
を
投
献
(
土
地
を
名
目
上
、
権
力
者
に
献
納
す
る
こ
と
〉
す
る
こ
と
で
封
抗
し
た
。

「
豪
右
」
の
一
つ
の
貫
例
と
し
て
、
徐
挑
腕
肺
〈
諸
鍾
豚
の
東
北
に
位
置
す
る
紹
興
府
下
の
豚
。
境
を
接
し
て
は
い
な
い
〉
出
身
の
エ
リ
ー
ト
・
呂
本



〈
益
は
文
安
〉
を
見
て
お
こ
う
。
彼
自
身
の
手
に
成
る
「
紫
山
梁
公
生
洞
碑
記
」
に
、

り
、
租
税
・
傍
役
は
そ
の
鯨
〔
が
徴
集
し
た
〕
。

そ
こ
で
、

諸
壁
鯨
の
民
は
常
に

「
や
せ
た
田
土
で
名
を
泌
湖
と
い
う
も
の
が
諸
壁
豚
に
あ

(

お

〉

〔
私
の
〕
家
と
往
来
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
酸
味
な
表
現
で

は
あ
る
が
、
泌
湖
の
湖
田
を
保
有
す
る
諸
聾
鯨
民
が
、
税
糧
・
揺
役
の
負
捲
か
ら
菟
れ
る
た
め
に
、
投
献
す
る
必
要
か
ら
自
の
家
に
出
入
し
て

い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

呂
本
は
、

嘉
靖
一
一
年
(
一
五
三
二
年
)
の
進
士
で
、
巌
嵩
に
へ
つ
ら
い
、

同
三
三
年
三
五
五
四
年
)
に
は

太
子
太
保
に
ま
で
官
位
を
登
っ
て
い
る
。
後
に
巌
嵩
の
失
脚
に
伴
な
っ
て
中
央
政
界
に
復
闘
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
が
、
本
簡
で

扱
っ
て
い
る
嘉
靖
後
期
に
お
い
て
紹
興
地
方
の
有
力
な
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
自
に
投
献
さ
れ
て
し
ま
っ
た
田
土
に
、
諸
壁
鯨
が
手
出
し
す
る

こ
と
は

一
つ
に
は
倍
役
負
捲
に
劃
す
る
優
菟
の
特
権
を
自
が
有
す
る
た
め
に
、
二
つ
に
は
呂
が
鯨
外
に
住
ん
で
い
る
た
め
に
、

ほ
と
ん
ど
不

可
能
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

宣
統
鯨
志
は
、

先
に
述
べ
た
陸
公
と
こ
の
呂
本
の
官
位
が
符
合
す
る
こ
と
を
根
擦
と
し
て
、

陸
公
が
呂
本
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い

- 79ー

る
。
本
稿
は
こ
の
読
を
採
ら
な
い
が
、
商
者
が
同
じ
佐
倉
的
範
暗
に
入
る
と
考
え
る
。
州
鯨
と
の
関
係
か
ら
見
る
と
、
雨
者
は
州
照
行
政
に
ほ

と
ん
ど
開
輿
し
て
い
な
い
。

前
項
で
見
た
よ
う
に
、
嘉
靖
期
の
諸
聾
鯨
に
お
い
て
、
照
行
政
は
在
地
の
水
利
等
に
直
接
は
介
入
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
里
甲
制
に
基
盤
を
置

く
好
長
な
ど
の
指
導
力
を
強
化
さ
せ
る
程
度
の
閲
興
に
止
ま
っ
て
い
た
。
後
簡
で
述
べ
る
一
篠
鞭
法
施
行
後
の
朕
況
と
比
較
す
る
と
、
州
鯨
行

政
が
地
域
社
舎
に
射
し
て
持
っ
て
い
た
意
義
は
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
は
な
く
、
地
域
エ
リ
ー
ト
も
州
照
行
政
を
あ
る
程
度
無
視
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
地
域
エ
リ
ー
ト
は
、
州
照
行
政
に
積
極
的
に
介
入
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
逆
に
そ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
地
域
社
舎
に
お
け
る
権
威
を
確
保
し
て
い
た
。
彼
ら
が
、
州
鯨
の
範
園
を
越
え
る
庚
い
地
域
の
住
民
か
ら
土
地
の
投
献
を
受
け
た
理
由
の

一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
。
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一
候
鞭
法
施
行
後
の
州
照
行
政

所
江
省
で
は
、
嘉
靖
四
四
年
〈
一
五
六
五
年
)
に
巡
按
御
史
と
な
っ
た
鹿
向
鵬
の
下
で
、

れ
を
受
け
て
、
隆
慶
元
年
(
一
五
六
七
年
〉
、
諸
壁
豚
に
お
い
て
知
照

・
梁
子
埼
が
税
糧
徴
枚
方
法
上
の
改
革
を
行
な
う
。

(

幻

)

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
、
税
糧
の
徴
牧
と
納
入
場
所
へ
の
稔
迭
は
、
里
甲
制
下
の
径
役
と
し
て
設
け
ら
れ
た
糧
長
の
職
務
で
あ
っ
た
が
、

明
代
後
期
の
諸
簡
単豚
で
は
、
牧
頭
な
ど
と
稽
さ
れ
る
者
が
代
行
し
、
不
正
を
行
な
い
、
弊
害
が
生
じ
て
い
た
。

「
投
植
之
法
」
は
、
納
税
者
が

全
国
に
先
が
け
て

一
候
鞭
法
が
施
行
さ
れ
た
。
こ

「
投
植
之
法
」
と
呼

直
接
、
豚
の
管
轄
下
に
あ
る
箱
に
税
糧
を
投
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

プ
ラ
ン
の
上
で
は
弊
害
を
除
く
こ
と
が
出
来
る
(
貸
際
に
は
、
包
撹
と

- 80一

呼
ば
れ
る
弊
警
が
新
た
に
夜
生
す
る
の
で
は
あ
る
が
)
。
こ
の
改
革
の
後
、
高
暦
九
年
(
一
五
八
一
年
〉
に
諸
壁
蘇
は
一
候
鞭
法
を
施
行
す
る
。

〈お〉

一
候
鞭
法
は
、
税
糧
の
銀
納
化
(
金
花
銀
〉
の
定
着
と
絡
役
の
貨
幣
納
化
の
進
展
を
前
提
と
す
る
徴
税
方
法
の
改
革
で
あ
り
、
税
糧
と
径
役
、

特
に
明
代
中
期
以
降
に
膨
脹
し
て
人
民
の
過
重
な
負
捨
と
な
っ
て
い
た
径
役
を
改
獲
し
て
合
併
し
、
州
豚
を
車
位
と
し
て
、
人
丁

・
団
地
に
科

一
保
鞭
法
施
行
前
、
諸
壁
鯨
の
絡
役
は
均
径
法
に
従
っ
て
科
波
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
明
初
に
は
不
定
期

・
不
定
量
に

振
す
る
方
式
で
あ
る
。

科
涙
さ
れ
て
い
た
雑
役
が
均
倦
法
に
お
い
て
は
定
期
化
し
て
お
り

「
甲
」
を
単
位
と
し
て
、
里
甲
正
役
に
就
い
て
か
ら
五
年
目
に
雑
役
に
服

す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
均
径
役
の
科
涯
を
行
な
う
た
め
に
、

「
虎
首
鼠
尾
mm」
と
い
う
俗
稽
を
持
つ
均
径
加
が
編
造
さ
れ
た
。
こ

上
等
戸
か
ら
順
番
に
書
き
並
べ
た
も
の
で
あ
り
、
加
の
前
に
翠
げ
ら

(
m
m
)
 

れ
て
い
る
戸
に
重
い
役
を
科
し
、
後
に
な
る
ほ
ど
軽
く
し
て
行
き
、
車
丁
女
戸
は
多
く
役
を
兎
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
こ
の
均
径
法
は
弘
治

れ
は
俗
稽
の
示
す
と
お
り
、
鯨
の
各
戸
を
戸
則
の
高
下
に
し
た
が
っ
て
、

元
年
(
一
四
八
八
年
)
に
全
園
的
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
嘗
時
す
で
に

一
世
紀
近
い
時
を
鰹
て
様
々
な
矛
盾
を
は
ら
ん
で
お
り
、
負
捨

は
安
蛍
な
も
の
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
府
燃
の
庫
の
出
納
を
司
る
役
・
庫
子
は
、
嘗
時
す
で
に
銀
納
化
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
負
措
は



年
三
百
雨
以
上
に
な
っ
て
お
り
、
均
俸
を
科
す
と
き
に
、
鯨
の
吏
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
不
正
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
候
鞭
法

を
貫
施
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
諸
畳
間
脚
の
場
合
、
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
負
措
の
重
い
役

に
関
し
て
は
、
矛
盾
が
さ
ら
に
媛
大
し
た
と
も
言
え
る
。
庫
の
出
納
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
庫
役
の
例
を
見
る
と
、
一
候
鞭
法
施
行
後
、
役
は

慶
さ
れ
庫
吏
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
他
に
「
直
橿
」
と
稽
さ
れ
る
金
庫
の
管
理
を
行
な
う
役
が
新
た
に
設
け
ら
れ
、
本
来
は

一
候
鞭
法
に
基
づ
い
て
解
消
さ
れ
る
べ
き
負
措
が
、
糧
長
に
負
わ
さ
れ
た
。
即
ち
、
一
候
鞭
法
に
よ
っ
て
径
役
に
相
嘗
す
る
部
分
を
銀
を
納
め

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雑
径
は
依
然
と
し
て
残
存
、
或
は
復
活
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
候
鞭
法
が
地
域
社
曾
に
輿
え
た
影
響
を
知
る
た
め
に
は
、
税
役
負
携
の
調
整
と
い
う
覗
黙
か
ら
し
ば
ら
く
離
れ
、
税
糧
・
繕
役
徴
放
の
全

盟
系
に
お
け
る
州
儒
官
署
の
位
置
の
嬰
化
と
い
う
側
面
か
ら
、
同
法
を
見
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

(

ω

)

 

基
本
的
な
事
項
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
園
家
の
人
民
に
劃
す
る
科
涯
は
、
税
糧
と
径
役
と
か
ら
成
る
。
循
役
は
里
甲
正
役
と
雑
役
と
に
分
け

ら
れ
、
そ
の
内
の
雑
役
に
つ
い
て
は
、
明
代
中
期
以
降
、
州
豚
レ
ベ
ル
を
超
え
る
部
分
か
ら
貨
幣
納
化
が
準
展
し
、
州
廓
官
署
が
銀
の
形
で
循

役
相
蛍
部
分
を
徴
牧
し
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
嘉
靖
年
聞
に
は
す
で
に
、
州
鯨
域
外
の
水
利
事
業
に
封
す
る
負
捨
の
大
半
は
、
貨
幣
納
が
一

般
化
し
、
負
携
の
決
裁
は
州
牒
長
官
の
責
任
下
に
移
り
、
と
き
と
し
て
は
、
諸
壁
豚
知
鯨
・
朱
廷
立
の
よ
う
に
供
出
を
拒
否
す
る
こ
と
も
あ
っ

- 81ー

た
。
こ
の
動
向
を
完
成
し
た
も
の
が
一
候
鞭
法
で
あ
り
、
雑
役
の
大
き
な
部
分
が
銀
納
化
さ
れ
、
州
廊
に
納
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
に
残
存
し
た
径
役
は
、
主
に
州
廓
官
署
の
直
接
の
管
轄
下
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
里
甲
正
役
も
、
他
の
科
波
項
目
と
比
べ

て
貨
幣
納
化
が
遅
れ
て
い
た
が
、
嘉
靖
期
に
は
銀
納
化
が
決
定
的
と
な
り
、

る
。
一
候
鞭
法
は
こ
の
愛
佑
を
前
提
と
し
、

と
里
甲
正
役
の
科
涯
は
、

負
捨
の
基
準
の
重
心
が
人
丁
か
ら
田
糧
へ
移
行
す
る
よ
う
に
な

一
州
鯨
の
役
の
工
食
数
日
・
費
用
を
合
せ
て
、
秋
糧
と
一
括
し
て
徴
牧
す
る
こ
と
に
し
た
。
雑
役

い
ず
れ
も
州
牒
が
基
本
単
位
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

543 

税
糧
は
夏
税
と
秋
糧
と
に
分
類
さ
れ
る
。
明
初
の
規
定
で
は
、
諸
聾
鯨
の
夏
税
褒
は
約
二
・
二
千
石
、
夏
税
紗
一
・
一
二
千
貫
、
秋
糧
米
は
三

(

但

)

二
・
三
千
石
、
秋
科
紗

0
・
八
千
貫
と
な
っ
て
お
り
、
秋
糧
米
の
比
重
が
他
の
項
目
を
匪
倒
し
て
い
る
。
明
代
前
半
期
に
お
い
て
、
秋
糧
の
徴
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牧
は
糧
長
の
職
分
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
た
。

各
里
の
里
長
は

里
甲
の
税
糧
を
ま
と
め
糧
長
の
管
轄
下
に
移
し

糧
長
は
そ
の
責
任
の
下

で
、
里
長
等
を
率
い
て
指
定
の
地
貼
へ
運
び
納
付
す
る
。
そ
の
職
選
地
貼
は
、
そ
の
地
方
行
政
官
暑
の
支
出
に
充
て
ら
れ
る
存
留
部
分
か
、
他

の
地
区
へ
移
出
す
る
起
運
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。

存
留
部
分
の

一
部
が
、

州
照
の
支
出
に
充
て
る
た
め
に

州
鯨
の
管
轄
下
に
入
る
。

起
運

は
、
圏
費
と
し
て
中
央
に
迭
る
京
運
と
、
他
地
匿
の
寧
衛
な
ど
に
選
る
割
援
と
に
分
け
ら
れ
る
。
京
運
は
漕
糧
と
白
糧
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、

後
者
は
蘇
州
な
ど
の
江
南
五
府
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
諸
壁
燃
に
は
係
わ
ら
な
い
。
明
初
に
京
師
が
南
京
で
あ
っ
た
と
き
、
糧
長

が
自
ら
京
倉
に
赴
き
漕
糧
を
納
付
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た
。
永
繁
一
九
年
三
四
二
一
年
〉
に
北
京
へ
遷
都
し
た
後
は
、

軍
運
の
比
重
が
増
大
す
る
。
そ
の
方
法
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
が
、

一つ
だ
け
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
漕
糧
が
糧
長
の
責

任
の
下
で
州
懸
を
鰹
ず
に
、
衛
所
倉
に
納
め
ら
れ
た
と
い
う
黙
で
あ
る
。
税
糧
の
徴
牧
に
あ
た
っ
て
、
州
豚
は
監
督
者
の
立
場
に
あ
っ
た
に
す

の
管
轄
下
に
あ
る
箱
に
直
接
納
め
る
(
自
封
投
植
〉
方
法
が
贋
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
一
候
鞭
法
は
、
糧
長
の
責
任
を
軽
減
さ
せ
た
。
即
ち
、
銀
納
化
さ
れ
て
い
た
部
分
の
税
糧
は
、

糧
長
の
責
任
を
離
れ
、
人
民
が
州
豚

本
色
と
し
て
残
さ
れ
た
漕
糧
の
み
が
糧
長
の
責

ぎ
な
い
。

任
で
納
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
も
、

一
候
鞭
法
徴
税
怯
系
の
改
善
の
結
果
、
清
初
に
は
州
豚
官
署
が
納
税

- 82ー

者
か
ら
牧
納
し
た
漕
糧
を
、
州
豚
官
の
責
任
に
お
い
て
運
軍
に
引
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
新
江
省
で
、
漕
裁
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
基
本
事
項
を
整
理
す
る
と
、
一
一
候
鞭
法
が
税
糧
・
絡
役
の
科
波
の
す
べ
て
に
亙
っ
て
、
州
豚
官
署
の
責
任
を
重
く
し
、
州
鯨
官

署
の
管
轄
範
圏
を
贋
げ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

徴
税
鐙
系
に
占
め
る
州
燃
の
責
任
の
増
大
は
、
必
然
的
に
州
照
行
政
の
質
的
な
質
化
を
も
た
ら
す
。
こ
の
こ
と
は
、
水
利
に
闘
す
る
公
文
書

の
文
面
か
ら
窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

高
暦
二
九
年
三
六
O
一
年
)
四
月
、

諸
壁
将
七
十
二
湖
の
一
つ
、

大
侶
湖
の
居
民
は
、
布
政
司

使
に
射
し
次
の
よ
う
な
上
申
を
す
る
。

「
紹
興
府
諸
費
豚
六
十
八
都
の
星
紋
人

・
王
鎖
六
:
:
:
等
は
、
裕
園
救
民
に
闘
し
て
上
申
す
る
。
本
豚

大
侶
湖
廟
吻
頭
で
は
、
被
害
を
受
け
た
土
堤
が
二
一

O
除
丈
に
な
り
、

そ
の
内
に
は
七
湖
の
糧
田
(
税
糧
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
耕
地
l
誇
者
)
五
寓

牢
〔
畝
〕
が
あ
る
。
豚
民
の
生
命
に
関
わ
る
土
堤
は
低
地
に
あ
る
た
め
、
上
か
ら
は
金
華
・
衝
州
の
増
水
の
影
響
を
受
け
、
下
か
ら
は
銭
塘
江



の
潮
汐
の
影
響
を
受
け
、
増
水
の
た
び
に
ま
る
で
糸
の
よ
う
に
倒
壊
し
、
手
の
ひ
ら
の
よ
う
に
薄
く
頼
り
な
い
。
:
:
:
伏
し
て
乞
う
。
園
税
民

食
を
念
じ
、
勝
に
命
じ
て
、
好
長
・
蒋
京
六
十
五
:
:
:
等
を
監
督
さ
せ
、
今
の
農
閑
期
を
利
用
し
て
、
回
土
を
多
く
保
有
す
る
大
戸

・
蒋
太
四

(
幻
〉

十
九
:
:
・
等
を
動
員
さ
せ
、
計
霊
的
に
杭
を
打
ち
石
を
積
ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

:::ι
。
こ
の
上
申
書
か
ら
、
園
税
の
徴
牧
を
保
誼
す
る

た
め
に
、
鯨
が
水
利
の
整
備
に
射
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
讃
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
年
二
一
月
の
諸
豊
勝
か
ら
布
政
使

(

お

)

土
堤
の
修
築
を
行
な
っ
て
い
る
。

司
に
出
さ
れ
た
報
告
に
擦
る
と
、
鯨
は
右
に
掲
げ
た
上
申
を
受
け
て
、

水
利
は
州
儒
官
署
の
主
導
の
下
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
貫
例
を
『
鰹
野
規
略
』
に
牧
め
ら
れ
た
「
開
治
河
渠
申

文
」
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
「
卑
職
(
諸
壁
豚
知
鯨
劉
光
復
の
こ
と
誇
者
)
は
本
牒
の
地
勢
が
低
く
、
毎
年
水
害
に
苦
し
ん
で
い
る
の

明
末
以
降
、わ

ず
か
な
り
と
も
そ
れ
を
救
済
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
故
に
夏
秋
以
来
、
常
に
江
岸
を
巡
視
し
、
流
れ
を
匝
害
し
て
い
る
も
の
を

取
り
除
い
た
。
照
下
七

O
絵
里
の
原
地
名
・
黄
沙
匿
に
至
る
と
、
河
流
は
北
へ
向
い
屈
折
し
て
南
に
も
ど
っ
て
い
た
。
約
一

O
里
ば
か
り
で
、

を
見
て
、

陸
頭
か
ら
突
っ
切
る
と
、

五
二
丈
に
過
ぎ
な
い
。
三
江
を
通
じ
流
れ
に
従
っ
て
さ
ら
に
三

O
里
下
る
と
、
原
地
名
・
蒋
村
匿
に
至
る
。
こ
の
地

← 83ー

は
山
陰
牒
に
属
し
て
い
る
。
こ
こ
で
河
は
西
北
に
向
い
屈
曲
し
て
東
南
に
流
れ
、
そ
の
長
さ
五
里
絵
り
、
陸
中
か
ら
突
っ
切
る
と
三

O
丈
に
、
過

ぎ
な
い
。
私
は
湖
民
に
『
こ
こ
か
ら
開
削
す
れ
ば
、
工
費
は
少
な
く
し
て
、
増
水
を
緩
和
で
き
、
上
流
の
水
は
退
き
、
排
水
し
易
く
な
る
。
河

を
治
め
る
の
に
、
こ
れ
以
上
の
方
法
は
な
い
』
と
語
っ
た
。
こ
の
民
は
皆
、
喜
び
の
撃
を
上
げ
、
適
切
で
あ
る
と
答
え
た
。
長
老
が
言
う
に
は

『
こ
の
地
は
豚
の
域
外
で
す
。
異
議
が
出
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
速
や
か
に
工
事
を
す
べ
き
で
す
』
と
の
こ
と
で
あ
る
。
卑
職
は
、
す
ぐ
に
そ

の
国
土
十
六
畝
を
買
い
上
げ
、
九
月
十
五
夜
の
目
、
二
鼓
(
朝
八
時
頃
l
誇
者
)
に
票
を
渡
し
て
湖
夫
を
召
集
し
た
。
翌
朝
か
け
つ
け
た
者
は
約

(
川
品

〉

三
千
人
以
上
、
人
数
を
計
算
し
て
分
捨
を
決
め
、
〔
私
が
〕
自
ら
指
揮
監
督
し
た
。
三
日
に
し
て
完
成
し
た
。
:
:
:
」
。
こ
の
治
水
工
事
は
、
諸

壁
燃
の
利
盆
の
た
め
に
、
知
鯨
が
資
金
を
出
し
、
豚
民
を
動
員
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
完
全
な
豚
主
導
の
事
業
で
あ
る
。
こ
の
河
川
改
修

(

お

〉

の
た
め
、
下
流
域
の
粛
山
燃
が
増
水
の
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
、
州
鯨
が
そ
の
徴
税
の
責
任
を
果
た
す
た
め
、
明
末
以
降
、
と

き
と
し
て
州
鯨
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
で
も
言
う
べ
き
傾
向
が
出
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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(
2〉

郷
紳
(
未
組
織
州
鯨
エ
リ
ー
ト
)

明
代
、
泌
湖
の
税
糧
は
諸
豊
田
肺
住
民
の
負
携
で
は
な
く
、
泌
湖
と
連
結
し
て
い
る
浦
陽
江
の
下
流
に
位
置
す
る
粛
山
燃
の
負
捨
と
な
っ
て
い

(
お
)

た
。
浦
陽
江
は
元
来
、
直
接
山
陰
・
禽
稽
卒
原
に
注
入
し
て
お
り
、
街
州
・
金
華
盆
地
の
増
水
と
海
潮
逆
流
の
影
響
を
受
け
、
し
ば
し
ば
粛
山

の
一
部
に
洪
水
の
害
を
興
え
た
。
そ
の
嘗
時
は
泌
湖
が
こ
の
浦
陽
江
の
増
水
を
緩
和
す
る
貯
水
池
の
機
能
を
果
し
て
お
り
、
元
初
に
蒲
山
田
柿
の

十

六

・

十

七

・

十

八

都

の

住

民

が

泌

湖

の

税

糧

を

代

納

す

る

こ

と

が

定

め

ら

れ

た

。

宣

徳

年

間

(

一

四

こ
の
吠
況
は
明
代
に
引
き
縫
が
れ
る
。

二
六
|
三
四
年
〉
以
降
、
主
に
紹
興
知
府
の
下
で
浦
陽
江
の
改
修
が
準
め
ら
れ
、
天
順
年
間
(
一
四
五
七
|
六
一
二
年
)
に
積
堰
が
築
か
れ
た
結
果
、

江
は
流
れ
を
大
き
く
嬰
え
、
山
陰
・
曾
稽
卒
原
に
入
ら
ず
西
流
し
て
直
接
銭
塘
江
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
、
粛
山
鯨
は
洪
水
禍
か
ら
救

(

初

出

)

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
泌
湖
の
貯
水
機
能
に
頼
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
泌
湖
の
税
糧
は
依
然
と
し
て
粛
山
鯨
の
負
措
と

な
っ
て
い
た
。

一
係
鞭
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、

粛
山
鯨
の
特
定
の
里
が
泌
湖
の
税
糧
を
負
指
し
て
い
る
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
な

- 84一

り
、
粛
山
豚
全
世
の
税
糧
負
携
が
こ
の
た
め
に
不
嘗
に
重
く
な
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
鯨
レ
ベ
ル
の
問
題
と
な
っ
た
。
蒲
山

鯨
志
が
「
粛
賦
の
重
は
蓋
し
此
に
縁
る
」
と
述
べ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

高
暦
三
六
|
四

一
年

三
六
O
八
|
一
一
一
一
年
〉
の
粛
山
鯨
知

鯨
・
林
有
蓋
は
遂
に
こ
の
矛
盾
を
上
申
し
、
税
糧
を
鯖
す
べ
き
と
こ
ろ
に
蹄
す
る
よ
う
に
求
め
、
上
級
官
臆
(
布
政
使
司
か
0
・)
は
調
査
を
命
じ

て
い
る
。

諸
監
臓
の
側
で
も
、
泌
湖
の
耕
地
化
が
進
展
し
て
い
る
朕
況
下
で
、
泌
湖
を
税
賦
の
空
白
地
と
し
て
放
置
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
く
な

り
つ
つ
あ
っ
た
。

し
か
し
、
泌
湖
の
湖
回
に
相
躍
の
税
糧
を
科
そ
う
と
い
う
鯨
行
政
上
の
努
力
は
、
大
き
な
抵
抗
に
あ
う
。

『
鰹
野
規
略
』
に

牧
め
ら
れ
て
い
る
「
疏
通
水
利
保
陳
」
の
中
に
そ
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

「低
源
地
の
税
糧
額
を
均
衡
の
と
れ
た
も
の
と
し
、
貧
窮

を
救
う
こ
と
。

泌
湖
は
-
初
め
各
湖
〔
白
地
匡
〕

の
遊
水
・
貯
水
の
所
で
あ
っ
た
が
、

現
在
で
は
、

呼
(
水
田
の
ま
わ
り
の
土
堤
|
謬
者
)
を
築
い

た
結
果
、
上
流
に
位
置
し
て
い
る
た
め
に
か
え
っ
て
地
盤
は
し
っ
か
り
と
し
て
い
て
排
水
し
や
す
く
、
土
地
は
肥
沃
で
牧
穫
も
多
く
、

し
か
も



水
害
を
被
っ
て
も
軽
く
て
す
む
。
税
糧
を
納
め
る
に
あ
た
っ
て
、
上
則
〔
の
田
土
〕
は
毎
畝
科
銀
七
厘
三
章
、
中
則
は
毎
畝
科
銀
五
厘
九
事
、

下
則
は
毎
畝
科
銀
三
厘
五
竜
で
あ
り
、
別
に
絡
役
は
科
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
他
の
湖
〔
田
〕
、
例
え
ば
白
塔
湖
の
金
家
等
、
濡

高
湖
の
十
二
信
一
等
の
慮
で
は
、
三
年
の
内
二
年
が
凶
作
、
十
を
植
え
て
九
が
稔
ら
な
い
と
い
っ
た
あ
り
さ
ま
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
毎
畝

四
分
の
篠
糧
(
一
候
鞭
法
に
基
づ
く
税
糧
|
誇
者
)
を
〔
納
め
ね
ば
な
ら
ず
〕
、
里
甲
夫
役
の
費
用
も
少
な
く
な
い
。
:
:
:
私
(
劉
光
復
の
こ
と
|
誇

者
)
は
、
低
混
地
は
毎
畝
銀
一
分
五
厘
〔
南
〕
(
原
文
は
萱
厘
五
基
と
あ
る
も
の
を
、
文
脈
か
ら
推
し
て
改
め
た
|
型
持
者
)
と
し
、

養
魚
濯
瓶
の
利
が
あ

る
も
の
は
、
そ
の
倍
に
し
て
も
重
す
ぎ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
泌
湖
の
居
民
は
、
久
し
く
〔
湖
回
を
〕
経
営
し
て
、
時
々
と
保
有
者
が
代
っ
て

お
り
、

一
方
的
な
命
令
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
必
ず
紛
争
が
起
こ
る
。
他
の
湖
〔
団
地
匡
〕
も
尻
馬
に
乗
り
、
議
の
可
否
が
定
ま
る
前
に
駿

に
情
勢
が
襲
り、

い
た
ず
ら
に
混
範
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

そ
こ
で

〔
泌
湖
の
湖
田
に
つ
い
て
〕
、

上
則
は
二
畝
を
一
敵
に

〔
換
算

し
〕
、
中
則
は
三
畝
を
一
一
畝
に
〔
換
算
し
て
下
則
は
四
畝
を
一

一畝
に
〔
換
算
〕
す
る
に
如
く
は
な
い
。
:
:
:
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
税
糧
は
整

理
さ
れ
、
経
営
者
も
定
ま
り
、
泌
湖
は
従
来
ど
お
り
喜
ん
で
従
い
、
牧
穫
が
少
な
い
も
の
は
税
糧
も
軽
く
な
る
こ
と
に
な
り
、
窮
民
は
困
苦
を

(
犯
〉

菟
れ
る
こ
と
が
出
来
る
」
。

こ
の
候
文
は
陵
昧
な
も
の
で
あ
り
、
右
の
詩
文
に
は
罪
者
の
解
樟
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

解
轄
の
第
一
は
、
原
文

- 85-

に
「
塘
蕩
」
を
、
生
産
が
不
安
定
で
あ
る
た
め
に
科
税
上

一
般
の
国
土
と
区
別
さ
れ
る
湖
回
で
あ
る
と
し
て
い
る
黙
で
あ
る
。
劉
光
復
は
、

泌
湖
と
そ
れ
以
外
の
湖
の
「
塘
蕩
」
に
匡
別
を
つ
け
ず
、
同
一
の
規
準
で
科
税
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
規
準
は
原
文
に
擦
る
と
毎
畝
一
厘
五
一暑

と
あ
る
が
こ
れ
は
、
元
来
負
携
が
軽
す
ぎ
る
と
さ
れ
る
泌
湖
の
湖
田
の
規
準
よ
り
も
軽
い
も
の
で
あ
り
、

つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
、

こ
れ
は
毎
畝
一
分
五
厘
の
誤
り
で
あ
る
と
解
穫
し
た
。
こ
の
よ
う
に
解
穫
し
て
始
め
て
、
劉
の
案
が
賞
施
さ
れ
る
と
泌
湖
に
お
い
て
紛
争
が
起

き
る
と
あ
る
箇
所
が
理
解
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
税
負
措
が
重
く
な
る
た
め
に
劉
の
原
案
に
反
劃
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
原
文
の
通
り
毎
畝

一
厘
五
事
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
反
劃
す
る
理
由
は
な
い
。
劉
は
、
泌
湖
の
反
射
を
恐
れ
、
妥
協
策
と
し
て
、
泌
湖
の
湖
田
に
つ
い
て
換
算
す

る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
換
算
率
に
基
づ
い
て
計
算
す
る
と
、
上
則
は
毎
畝
七
厘
五
革
、
中
則
は
毎
畝
五
厘
、
下
則
は
毎
畝
三
厘
七
竃
と
な
り
、

元
来
の
規
準
と
近
い
数
値
に
な
る
。
以
上
の
解
穫
に
基
づ
い
て
劉
の
案
の
性
格
を
見
る
と
、
そ
れ
は
税
制
合
理
化
の
た
め
に
湖
田
に
一
率
に
税

547 
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糧
を
科
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
泌
湖
の
湖
田
保
有
者
の
反
射
を
恐
れ
、
面
積
を
換
算
し
、

一
畝
あ
た
り
同
一
規
準
と
い
う
外
見
だ
け

を
保
っ
た
も
の
で
あ
る
。

劉
の
原
案
が
骨
抜
き
に
さ
れ
る
背
景
を
窺
わ
せ
る
興
味
深
い
文
章
が
あ
る
。
諸
壁
鯨
出
身
の
大
官
・

路
間
躍
の
手
に
な
る
「
開
里
私
問
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
照
行
政
権
嘗
者
を
論
議
の
封
象
と
想
定
し
、
照
行
政
の
呑
問
に
答
え
る
形
式
を
と
っ
て
、
最
終
的
に
は
泌
湖
の
湖
田
保
有
者

に
有
利
な
結
論
を
出
す
、
き
わ
め
て
政
治
的
な
文
章
で
あ
る
。
論
旨
は
、
照
内
に
あ
る
賦
役
負
措
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
に
泌
湖
の
あ
る
五

十
九
都
に
新
た
に
里
を
設
け
る
と
い
う
豚
行
政
権
賞
者
の
見
解
に
論
駁
を
加
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
始
め
一
般
論
を
行
な
い
、
里
を
新
設
す
る

よ
り
も
里
の
数
に
は
手
を
加
え
ず
賦
役
負
措
を
調
整
し
て
均
等
に
し
た
方
が
よ
い
と
論
ず
る
。
何
故
な
ら
ば
、
里
を
新
設
す
れ
ば
牒
全
世
の
賦

役
は
そ
れ
だ
け
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
人
民
の
負
捻
を
重
く
す
る
嘗
を
得
な
い
政
策
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
里
の
聞
の
格

差
を
均
等
に
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。

の
首
を
舵
の
足
に
縫
げ
る
な
ら
各
区
霊
を
均
等
に
で
き
よ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
だ
。
文
章
の
半
ば
に
て
、

一
一
腕
の
郷
・
都
は
自
然
・
人
文
地
理
的
保
件
が
均
質
で
な
い
た
め
に
、
均
一
で
は
な
い
、
も
し
鶴

よ
う
や
く
泌
湖
問
題
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が
出
る
。

「
〔
豚
行
政
携
嘗
者
〕

『
〔
均
等
に
す
る
こ
と
も
里
を
新
設
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
残
る
方
法
は
里
を
合
併
す
る
こ

と
し
か
な
い
。
し
か
し
、
〕
某
都
某
園
を
某
都
某
固
に
合
併
す
る
こ
と
は
、

容
易
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

〔
今
ま

で
里
の
置
か
れ
て
い
な
い
〕

五
十
九
都
に
里
を
置
く
こ
と
は
、

よ
い
方
法
で
は
な
い
の
か
。
』
〔
路
問
嘩
〕

『
私
は
そ
れ
を
置
く
と
い
う
意
味
を

理
解
で
き
ま
せ
ん
。
土
地
が
あ
っ
て
人
民
が
あ
り
、

し
か
る
後
に
径
役
を
取
り
た
て
、
そ
の
た
め
に
園
里
を
置
く
の
で
あ
り
、
徒
ら
に
表
面
だ

け
を
飾
る
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
人
民
が
い
な
い
の
に
、
人
民
が
有
る
と
す
る
こ
と
で
、

い
っ
た
い
誰
を
欺
く
と
い
う
の
で
す
か
。
圃

里
が
な
い
場
合
に
ど
の
よ
う
な
損
が
あ
り
、
あ
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
利
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
五
十
九
都
は
泌
湖
の
こ
と
で
す
。
そ

こ
は
、
都
は
あ
る
も
の
の
里
が
な
い
と
い
う
朕
態
が
、
何
百
年
績
い
て
い
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
現
在
す
で
に
田
土
と
な
っ
た
の
で
都
里
を

作
る
と
い
う
な
ら
ば
結
構
な
こ
と
で
す
が
、
園
里
を
編
成
す
る
に
は
、
そ
の
現
地
の
人
民
を
編
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

保
有
者
は
す
で
に
他
の
里
に
麗
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
五
十
九
都
に
里
を
置
く
こ
と
は
即
ち
〕
別
都
〔
の
人
民
〕
を
騒
り
た
て
て
そ
れ
に

〔
泌
湖
の
湖
回



充
て
る
こ
と
に
な
り
、
ど
う
し
て

〔
徳
役
を
〕
と
り
た
て
た
と
申
せ
ま
し
ょ
う
か
。
天
下
の
功
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
し
も
す
で
に
現
わ
れ
て

い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
泌
湖
が
本
嘗
に
存
在
し
て
い
て
よ
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
生
気
が
集
ま
り
人
口
が
増
加
し
、
戸
口
が
多
く
な
っ

て
か
ら
、
将
来
園
里
を
置
い
て
も
遅
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
存
在
す
べ
き
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

〔
耕
地
を
慶
し
て
〕
湖
沼
に
も
ど
し
て
し

ま
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
今
、

(
犯
)

・:』
。
」
。
賂
問
躍
の
主
張
は
、

〔
里
を
〕
置
く
と
、

後
日
こ
れ
を
除
こ
う
と
し
て
も
困
難
で
す
。

こ
の
責
任
は
誰
が
取
る
の
で
し
ょ
う
か
。

要
す
る
に
泌
湖
の
湖
回
問
題
に
鯨
行
政
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
、

現
肢
の
ま
ま
放
置
し
ろ

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

路
間
躍
は
嘉
靖
四
四
年
(
一
五
六
五
年
)
の
準
土
で
、

官
位
は
南
京
刑
科
給
事
中
に
ま
で
登
っ
た
人
物
。

高
暦
三
六
年
(
一
六
O
八
年
)
に
家

郷
に
お
い
て
波
し
て
い
る

〈
『
明
史
』
袋
二
一
五
、
列
俸
に
は
、

「
高
暦
初
、
屡
遷
湖
底
副
使
、

卒
」
と
あ
る
が

彼
の
文
集
に
は
高
暦
後
期
に
書
か
れ
た
文

章
が
枚
め
ら
れ
て
お
り
、

『
明
史
』
の
記
載
は
誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
或
は
、
戊
申
〈
蔦
暦
三
六
年
〉
を
甲
戊
〈
高
暦
二
年
〉
と
取
り
違
え
た
も
の
か
)
。

高
暦
後
期
、
彼
は
諸
壁
鯨
に
お
け
る
典
型
的
な
狭
義
の
郷
紳
、
即
ち
郷
里
に
お
け
る
官
僚
経
験
者
で
あ
る
。

「
開
里
私
問
」
に
お
い
て
賂
に
杏
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問
し
て
い
る
者
が
具
盤
的
に
は
誰
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
中
央
政
界
で
は
失
脚
し
て
は
い
る
も
の
の
、
路
は

官
界
に
人
脈
を
持
っ
て
お
り
、
官
僚
機
構
の
末
端
に
位
置
す
る
知
燃
に
と
っ
て
、
そ
の
匪
力
は
常
に
抗
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
。
こ
こ
に
賂
が
泌
湖
の
湖
国
保
有
者
の
代
耐
用
者
と
し
て
鯨
行
政
に
介
入
す
る
理
由
が
あ
る
。

賂
問
躍
の
属
す
る
路
氏
は
、
泌
湖
に
近
い
楓
橋
鎖
を
基
盤
に
し
て
い
る
有
力
な
同
族
集
圏
で
あ
る
。
路
の
文
集
に
は
、

(

紛

)

が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
路
氏
は
南
宋
時
代
に
楓
橋
の
地
に
移
住
定
着
し
、
始
遷
租
か
ら
数
え
て
賂
問
躍
の
世
輩
は
第
一
三
代
に
あ
た
る
。
第

「
族
譜
」
と
い
う
項

九
代
の
賂
象
賢
に
つ
い
て
、
正
統
年
間
〈
一
五
世
紀
前
半
)
に
稲
穀
千
石
を
災
害
救
済
の
た
め
に
寄
付
し
て
救
蛙
を
賜
わ
っ
た
と
あ
り
、
明
代
前

半
に
す
で
に
在
地
有
力
者
を
出
し
て
い
る
。
賂
問
躍
の
時
代
で
も
、
郷
村
の
長
老
は
、
こ
の
躍
は
浜
国
公
(
防
相
象
賢
の
こ
と
)
よ
り
始
ま
る
、
こ
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の
法
は
漠
園
公
よ
り
始
ま
る
と
語
っ
て
い
た
と
あ
り
、
路
氏
は
有
力
同
族
集
固
と
し
て
、
首
地
の
杜
禽
秩
序
を
支
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

路
氏
は
、
や
は
り
楓
橋
鎮
の
有
力
同
族
集
圏
・
棲
氏
と
の
聞
に
、
密
接
な
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
嘉
靖
後
期
に
、
泌
湖
の
湖
回
を
保
有
し



550 

て
い
た
路

・
棲
の
両
氏
と
同

一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
高
暦
後
期
、
湖
田
の
保
有
者
は
同
族
と
い
う
回
路
を
通
し
て
郷
紳
・
賂
問
躍
に
働
き

か
け
、
将
行
政
を
自
ら
に
有
利
な
方
向
に
導
こ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

清

代

前

・
中

期

(

1

)
 

徴
税
と
州
照
行
政

(

叫

)

清
朝
は
、

一
候
鞭
法
徴
税
鎧
系
を
引
き
継
ぎ
、
膏
吏
な
ど
に
よ
る
中
間
搾
取
を
排
除
す
る
た
め
に
改
革
を
加
え
て
い
っ
た
。
改
革
の
目
的
は
、

州
鯨
の
徴
税
を
よ
り
確
買
な
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
徴
税
に
お
け
る
州
牒
の
中
央
に
劃
す
る
責
任
が
明
確
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
順
治
六
年
(
一
六
四
九
年
)
、
納
税
通
知
書
と
で
も
言
う
べ
き
易
知
由
墜
が
頒
行
さ
れ
、

各
州
豚
単
位
に
額
徴

・
起
運

・
存

。。

留

・
漕
糧
な
ど
を
記
入
し
、
上
は
布
政
司
へ
、

下
は
各
納
税
戸
に
遺
ら
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
(
こ
の
方
法
は
繁
雑
で
あ
り
、
膏
吏
に
中
開
搾
取

の口
J

買
を
輿
え
る
た
め
に
、
康
照
三
九
年

〈
一七
O
O年
〉
に
簡
略
化
し
、
被
皐
の
法
に
改
め
ら
れ
た
)
。

順
治
一

O
年
三
六
五
三
年
)
に
は
、
納
税
を
確

認
す
る
方
法
と
し
て
、
二
聯
票
が
制
定
さ
れ
、
納
税
の
と
き
に
納
税
者
と
州
豚
官
暑
と
の
隻
方
に
、
各
々
納
付
さ
れ
た
税
額
等
を
記
し
た
票
が

残
る
こ
と
に
な
る
(
符
吏
が
検
査
に
必
要
だ
と
し
て
納
税
戸
に
票
を
渡
さ
ず
、
弊
害
を
生
む
た
め
に
、
改
良
が
行
な
わ
れ
、
最
終
的
に
は
三
聯
印
直
前
の
法
と
し

そ
れ
ま
で
府
州
豚
レ
ベ
ル
で
施
行
さ
れ
て
い
た
自
封
投
植
の
方
法
が
、

定
例
化
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
州
豚
官
署
の
管
轄
下
に
あ
る
植
に
納
税
者
が
銀
を
投
.
す
る
と
い
う
方
法
が
、
制
度
と
し
て
安
定
し
た
も
の
と

て
定
例
化
さ
れ
た
)
。
康
照
二

O
年
(
一
六
八
一
年
)

新
江
省
レ
ベ
ル
で

な
っ
た
。

州
豚
官
署
は
徴
税
の
責
務
を
ど
の
よ
う
に
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
諸
壁
鯨
の
南
米
(
南
方
各
省
の
漕
糧
〉
は
、
元
来
は
原
物
の
形
で

徴
牧
さ
れ
、

紹
興
府
に
迭
る
部
分
以
外
は
す
べ
て
省
の
倉
へ
納
め
ら
れ
て
、
滴
・

漢
の
兵
制
お
よ
び
織
造
の
匠
役
の
月
糧
に
充
て
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
地
方
に
よ
っ
て
は
良
質
の
米
を
産
出
せ
ず
、
山
間
僻
地
に
位
置
し
て
船
に
よ
る
職
、
選
が
出
来
ず
、
現
物
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
で



遣
し
て
嘗
地
で
米
を
購
入
し
、
省
の
倉
に
納
め
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
。

あ
っ
た
。
康
照
・
潅
正
の
問
、
毎
年
鯨
下
の
郷
村
の
代
表
を
城
陸
廟
に
集
め
、
米
の
債
格
を
議
定
し
、
銀
の
形
で
納
め
、
燃
は
人
を
杭
州
に
涯

(

必

〉

こ
の
朕
況
は
薙
正
五
年
(
一
宝
石
年
)
ま
で
績
い
て
い
た
。

州
鯨
行
政
と
し
て
徴
税
が
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
州
豚
官
暑
は
地
主
層
の
意
向
を
無
視
で
き
な
く
な

り
、
康
範
な
地
主
屠
の
一
意
一
見
を
吸
い
上
げ
る
機
構
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
こ
と
は
、

潅
正
四
年
(
一
七
二
六
年
〉
、

漸
江
省
に
お
い
て
地
丁
銀
の
施
行
が
決
定
さ
れ
、

翌
年
賦
一
雨
に
つ
き
丁
銀

0
・
一
四
五
程
度
を
徴
牧
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
州
鯨
行
政
と
地
主
屠
と
の
関
連
は
、

こ
の
貼
を
、
薙
正
一

O
年
(
一
七
三
二
年
〉
に
知
鯨
・

さ
ら
に
密
接
な
も
の
と
な
る
。

(

円

削

)

屋
龍
雲
の
名
で
出
さ
れ
た
「
申
巌
順
荘
漆
催
、
質
草
里
書
永
禁
碑
」
に
擦
っ
て
見
て
お
こ
う
。
こ
の
巌
禁
碑
は
、

「里
書
の
弊
害
を
取
り
除
く
方
法
。
こ
れ
ま
で
の
里
書
は
悉
く
や
め
さ
せ
、
名
を
更
え
て
居
坐
る
こ
と
の
な
い

計
開
と
し
て
七
僚
を
掲
げ

て
い
る
。
そ
の
第
四
僚
に
は
、

よ
う
に
す
る
。

〔
皇
室
田
が
〕
保
管
し
て
い
た
加
籍
〈
土
地
肇
帳
|
誇
者
〉
は
取
上
げ
て
官
に
牧
め
、

記
入
の
職
務
は
誠
買
な
鯨
の
書
吏
が
取
扱

の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
推
牧
(
土
地
保
有
者
名
義
書
換
え
|
謬
者
)
を
定
め
る
方
法
。

-・・現在、

大
造
の
年
ハ
十
年
に
一
度
の
責
加
の
改
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ぅ
。
毎
年
ク
ジ
で
措
嘗
者
を
換
え
、
同
一
人
が
長
く
取
扱
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
あ
る
。
こ
の
里
書
の
排
除
と
共
に
、
第
七
僚
は
次

-
著
者
)
に
あ
た
り
、
暫
時
、
各
国
の
田
を
有
す
る
股
戸
で
希
望
す
る
者
を
一
人
、
新
籍
の
管
理
に
充
て
る
。
推
牧
が
完
了
し
た
ら
園

(
原
文
敏

字
|
誇
者
〉
に
〔
船
籍
を
〕
渡
し
て
蹄
農
す
る
。
毎
年
、
同
じ
者
に
加
籍
を
管
理
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
:
:
:
」
。
要
す
る
に
、
照
行
政
嘗
局
は

里
書
を
蔵
し
て
、
股
戸
と
呼
ば
れ
る
祉
曾
層
に
在
地
に
お
け
る
職
務
を
負
措
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
段
戸
は
、
「
各
固
有
国
股
戸
」
と

あ
り
、
大
造
の
後
は
「
蹄
農
」
さ
せ
る
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
在
地
地
主
で
あ
る
こ
と
は
確
買
で
あ
る
。
州
瞬
に
お
け
る
徴
税
の
合
理
化
は
、

在
地
地
主
の
一
部
を
行
政
の
末
端
に
組
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(

2

)

 

邑
紳
〈
集
国
的
州
鯨
エ
リ
ー
ト
ゾ
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明
末
に
知
豚
・
劉
光
復
の
下
で
水
利
組
織
の
改
革
が
行
な
わ
れ
た
も
の
の
、
清
代
乾
隆
年
間
(
一
六
世
紀
牟
ば
)
ご
ろ
か
ら
、
組
織
は
弛
緩
し
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(

必

)

始
め
た
。
乾
隆
九
年
(
一七
四
四
年
〉
に
生
員

・
挑
志
演
の
名
で
上
申
さ
れ
た
「
傑
呈
潮
堤
事
宜
」
に
は
、

「各
湖
に
は
呼
長
が
い
る
も
の
の

官
憲
が
強
制
し
な
け
れ
ば
、
呼
躍
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
蓋
し
、
こ
れ
ら
の
坪
長
の
中
に
は
、
勤
勉
な
者
と
怠
惰
な
者
と
が
お
り
、
公
共
の
事

を
考
え
る
者
と
私
利
を
圃
る
者
と
が
い
る
。
或
は
、
彼
此
と
私
情
に
と
ら
わ
れ
、
或
は
あ
れ
こ
れ
と
様
子
を
見
て
、
い
た
ず
ら
に
先
例
を
引
っ

張
り
出
し
、
少
し
も
成
果
が
あ
が
ら
な
い
」
と
あ
る
。

科
第
表
に
名
を
確
認
で
き
る
者
は
、

綜
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
銭
衡
、
嘉
慶
二
四
年
の
郷
試
に
お
い
て
副
貢
と
な
っ
た
食
啓
茂
の
二
人
に
過
ぎ
な
い
。
邑
紳
の
範
障
に
は
、
第
二一
章

嘉
慶
二
五
年
(
一
八
二
O
年〉

(
必
)

に
上
申
さ
れ
た
。

邑
紳
の
み
胤
錬
な
ど

一
七
人
の
連
名
で
、

湖
団
地
匡
の
排
水
を
阻
碍
す
る
堆
積
土
砂
を
淡
諜
す
る
こ
と
が
、
鯨

こ
の

一
七
人
の
邑
紳
の
内
、

嘉
慶
一
二
年
(
一
八
O
七
年
)
に
事
人
と
な
り
天
津
燃
知

で
取
上
げ
た
賂
問
穫
の
如
き
狭
義
の
郷
紳
(
郷
里
に
お
け
る
官
僚
経
験
者
)
の
他
に
、

科
第
表
に
名
が
出
な
い
生
員
な
ど
も
含
ま
れ
て
レ
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
。

い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を

- 90一

前
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
食
錬
な
ど
が
提
起
し
た
凌
深
事
業
の
具
瞳
策

は
、
不
在
地
主
制
が
進
展
し
て
い
る
紋
況
下
で
、
好
長
が
不
在
地
主
か
ら
水
利
整
備
の
費
用
を
徴
牧
す
る
こ
と
が
、

彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
祉
舎
居
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

述、へ、

「
も
し
前
轍
を
地
主
が
依
然
と
し
て
踏
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、

〔
好
長
が
〕
そ
の
名
を

〔
儒
官
暑
に
〕
報
告
す
る
こ
と
を
許
し
、

鯨

官
暑
は
そ
の
不
在
地
主
を
〕
祉
阜
に
命
じ
て
伽
を
は
め
さ
せ
、
土
堤
の
場
所
に
繋
ぎ
、
工
事
が
始
ま
る
ま
で
穆
放
し
な
い
よ
う
に
す
る
。

(
円
引
〉

懲
め
百
に
警
告
を
興
え
れ
ば
、
事
業
は
成
功
す
る
だ
ろ
う
」
と
申
し
立
て
て
い
る
。
こ
の
貼
か
ら
見
る
と
、
邑
紳
の
上
申
は
、
在
地
地
主
層
の を

利
害
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
確
貰
で
あ
ろ
う
。
科
第
表
に
操
る
と
、
銭
衡
は
西
安
郷
江
藻
に
居
し
た
と
あ
り
、
み
臥
啓
茂
は
花
山
郷
に
居
し
た

と
あ
り
、

い
ず
れ
も
郷
村
に
住
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
邑
紳
H
在
地
地
主
で
あ
る
と
割
り
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
食
錬
な
ど
の
連
名
の
上
申
を
受
け
た
知
牒
・

鵬
園
は
、
水
利
事
業
に

必
要
な
費
用
を
見
積
り
、
そ
れ
を
湖
田
地
区
全
睦
の
耕
地
に
均
等
に
科
涙
す
る
と
い
う
案
を
出
す
。
在
地
地
主
の
水
利
に
制
到
す
る
負
措
を
軽
減

さ
せ
、
在
地
地
主
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
案
は
湖
団
地
匡
全
域
に
分
散
的
に
土
地
を
保
有
し
て
い
る
不
在
地
主
に
と
っ
て



す

(

必

〉

は
、
承
服
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
散
錬
な
ど
の
邑
紳
は
、
知
鯨
の
「
一
該
紳
士
等
は
、
邸
ぐ
に
再
び
逐
一
議
覆
せ
よ
」
と
い
う
杏
聞
に
射
し
、
次

「
〔
知
豚
の
出
し
た
案
に
従
っ
て
〕
沿
江
と
湖
内
〔
の
田
土
〕
に
均
等
に
費
用
を
科
涙
す
る
と
、
費
用
を
出
す
家

は
模
様
な
が
め
の
態
度
を
取
っ
て
引
き
延
ば
し
、
好
長
に
任
じ
て
い
る
者
は
遼
巡
し
畏
縮
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
:
:
:
湖
内
〔
の
国
土
〕
に

の
よ
う
な
回
答
を
出
し
た
。

科
渡
す
る
と
い
っ
て
も
、

〔
湖
ご
と
に
〕
規
定
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
地
主
が
出
費
す
る
と
こ
ろ
、
小
作
農
が
出
費
す
る
と
こ
ろ
、
地
主
・
小

作
農
の
修
一
方
が
出
す
と
こ
ろ
、
労
働
力
を
出
す
と
こ
ろ
な
ど
、
湖
ご
と
に
異
な
り
、
震
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
全
世
に
均
等
に
科
涯

(
必
〉

す
る
こ
と
は
、
責
行
不
可
能
で
す
L

。
食
錬
な
ど
の
邑
紳
は
、
湖
回
全
韓
に
科
涯
す
る
と
い
う
、
在
地
地
主
に
と
っ
て
有
利
な
、
し
か
し
不
在

地
主
に
と
っ
て
は
不
利
な
政
策
案
を
退
け
て
い
る
。
こ
の
貼
か
ら
、
邑
紳
の
主
張
の
中
に
不
在
地
主
層
の
意
向
も
包
掻
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

知
鯨
と
個
人
的
な
関
係
を
持
ち
、

た
。
清
代
に
お
け
る
税
制
の
合
理
化
の
結
果
、
州
照
行
政
が
股
戸
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
在
地
地
主
を
含
む
、
慶
範
な
社
舎
屠
に
依
存
す
る
よ
う

明
末
高
暦
後
期
に
現
わ
れ
た
州
豚
エ
リ
ー
ト
は
、

私
的
な
回
路
を
、通
し
て
、

州
鯨
行
政
を
左
右
し
て
い

- 91ー

に
な
る
と
、
行
政
に
在
地
地
主
か
ら
不
在
地
主
に
至
る
各
層
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
必
要
が
生
ず
る
。
こ
の
嬰
化
に
劉
醸
し
て
、
州
鯨
エ
リ
ー

ト
は
、
明
末
の
段
階
か
ら
一
歩
進
み
、
集
圏
化
さ
れ
、
集
固
と
し
て
州
照
行
政
に
参
興
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
は
、
自
ら
の
中
で
利
害
を
調

一
つ
の
政
策
に
ま
と
め
あ
げ
、
知
州
豚
官
に
提
示
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

整
し

お

わ

り

明
・
清
商
代
を
通
し
て
、
地
域
社
舎
と
官
僚
機
構
と
の
接
黙
に
立
っ
て
い
た
も
の
は
、
地
域
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
接
績
の

あ
り
方
は

一
一
係
鞭
法
施
行
・
清
代
前
期
・
太
卒
天
園
鎮
座
を
董
期
と
し
て
大
き
く
襲
化
し
て
来
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ

の
貼
を
州
豚
と
エ
リ
ー
ト
と
の
閥
連
に
焦
船
舶
を
し
ぼ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
い
う
一
つ
の
試
み
で
あ
っ
た
。
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明
代
後
期
の
嘉
靖
年
聞
は
、
里
甲
が
糧
長
を
介
し
て
園
家
に
封
し
税
・
賦
の
責
任
を
負
う
と
い
う
瞳
制
が
崩
壊
し
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
州
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鯨
は
、
里
甲
制
に
基
づ
く
生
産
の
篠
件
の
維
持
力
を
強
化
す
る
政
策
は
と
る
も
の
の
、
水
利
な
ど
の
生
産
の
現
場
に
直
接
介
入
す
る
こ
と
は
少

な
い
。
そ
の
た
め
に
、
地
域
社
舎
に
と
っ
て
、
州
照
行
政
の
持
つ
重
要
性
は
、
後
代
と
比
較
し
た
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
か

っ

た
。
地
域
エ
リ
ー
ト
が
州
照
行
政
に
閥
興
す
る
必
要
性
も
少
な
く
、
州
版
官
署
と
無
関
係
で
い
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
優
兎
の
特

擢
を
享
受
し
、
州
牒
官
よ
り
も
上
紐
の
官
僚
と
結
び
つ
き
、
州
鯨
の
範
圏
を
超
え
て
権
威
を
行
使
し
て
い
た
。
州
鯨
を
超
え
た
投
献
が
嘗
時
、

社
舎
問
題
と
な
っ
て
い
た
理
由
の

一
つ

は
こ
こ
に
あ
る
。

一
篠
縦
法
施
行
後
、
州
豚
が
徴
税
の
責
任
を
園
家
に
劃
し
て
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
責
任
を
果
た
す
た
め
に
、
生
産
の
現
場
へ
の
直
接
的

介
入
を
強
め
た
。
地
域
社
舎
に
と
っ
て
、
州
鯨
行
政
の
持
つ
一
意
味
は
、
駿
に
増
大
す
る
。
明
末

・
蔦
暦
期
に
は
、
こ
の
州
牒
の
性
格
の
饗
化
に

劉
腔
し
、
州
鯨
行
政
に
閥
興
す
る
地
域
エ
リ
ー
ト
が
現
わ
れ
る
。
彼
ら
は
同
族
関
係
な
ど
の
、
私
的
で
イ
ン
フ
ォ

ー
マ
ル
な
回
路
を
通
し
て
、

在
地
の
要
求
を
す
い
上
げ
、
知
州
豚
と
の
個
人
的
な
開
係
を
利
用
し
て
、
そ
の
要
求
を
行
政
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
清
代
に
な
る
と
、
こ

の
回
路
は
成
熟
し
、
制
度
化
さ
れ
て
く
る
。
郷
紳
ハ
官
僚
経
験
者
)
で
は
な
い
者
を
含
む
集
国
的
エ
リ
ー
ト
が
形
成
さ
れ
、
地
域
社
舎
の
利
害

を
合
議
を
経
て
政
策
に
ま
と
め
、
州
燃
行
政
に
参
興
す
る
の
で
あ
る
。
江
南
地
域
で
は
、
明
末
期
に
す
で
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
が
、
新
東

- 92ー

地
方
に
お
い
て
は
、
清
代
に
集
圏
的
エ
リ
ー
ト
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

路
は
さ
ら
に
成
熟
し

本
稿
の
論
誼
の
範
闇
を
超
え
る
が
、
太
卒
天
園
革
命
の
銀
座
過
程
で
、
一
方
に
お
い
て
地
主
制
を
再
編
す
る
た
め
に
、
州
厭
エ
リ
ー
ト
の
回

(

叩

〉

〈

日

)

フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
他
方
、
省
鯨
財
政
と
呼
べ
る
も
の
が
成
立
し
た
結
果
、
省
紳
を
頂
黙
と
す

る
回
路
の
中
に
、
州
鯨
エ
リ
ー
ト
の
組
織
が
包
揖
慨
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

註
(

1

)

『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
四
、

一
九
八
四
年
。

(

2

)

漬
島
敦
俊
『
明
代
江
南
農
村
社
舎
の
研
究
』
(
東
京
大
皐
出
版
舎
、

一九
八
二
年
)
。

〈

3
)

断
、江省
測
総
局
『
新
江
省
地
図
加
』

年〉。

(

4

)

「
吾
邑
湖
回
揮
水
之
際
、
倶
呼
日
壊
。
釜
方
言
也
。
」
(
宣
統
『
諸
壁

(
地
図
出
版
社
、

一
九
八
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鯨
士
山
』
巻
二
一
一
、
水
利
士
山
)
。

(
5
)

日
本
に
現
存
す
る
本
豚
の
勝
志
に
は
、
康
烈
年
開
序
刊
本
・
乾
隆
一
一
一

八
年
序
刊
本
・
宣
統
三
年
序
刊
本
の
三
種
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
康
照

豚
志
な
ど
の
如
く
記
す
こ
と
に
す
る
。

(

6

)

康
照
勝
志
、
径
一
二
、
序
記
志
。

(

7

)

こ
の
記
事
に
擦
る
と
、
嘉
靖
三
年
に
早
・
水
害
を
被
っ
た
こ
と
に
な

る
。
宣
統
勝
志
の
災
異
の
項
に
は
、
嘉
靖
二
年
大
水
、
五
年
皐
と
あ
る

だ
け
で
あ
る
。
朱
の
記
す
皐
・
水
警
は
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

(

8

)

乾
隆
『
紹
興
府
士
山
』
巻
二
ハ
、
水
利
士
山
三
に
基
づ
い
て
、
明
清
雨
代

に
亙
る
海
塘
の
管
理
欣
況
を
見
る
と
、
山
陰
燃
で
は
成
化
八
年
に
風
潮

の
た
め
大
き
く
鼠
媛
し
た
後
、
蔦
暦
二
年
ま
で
本
格
的
な
修
築
は
行
な

わ
れ
て
お
ら
ず
、
告
閏
稽
燃
で
は
、
正
徳
七
年
に
鼠
嬢
し
た
後
、
土
を
築

い
て
補
修
し
た
に
止
ま
り
、
石
積
み
の
防
潮
堤
が
築
造
さ
れ
る
の
は
、

康
照
五
七
年
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
嘉
靖
年
問
、
紹
輿

地
方
の
防
潮
堤
は
、
か
な
り
荒
廃
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

(

9

)

こ
の
議
論
を
出
し
た
の
は
、
嘉
靖
二
|
五
年
の
紹
興
知
府
・
南
大
士
ロ

(
字
元
善
・
貌
瑞
泉
〉
。
寓
暦
府
志
、
省
三
八
、
人
物
志
四
、
名
宮
後
。

(
叩
)
康
際
勝
志
、
各
一
二
、
序
記
士
山
。

(
口
〉
朱
は
全
鐙
と
し
て
八
百
徐
爾
の
額
外
の
差
費
を
軽
減
し
た
。
同
前
註

(叩〉。

(
ロ
)
山
根
幸
夫
『
明
代
循
役
制
度
の
展
開
』
〈
東
京
女
子
大
暴
風
午
曾
、
一

九
六
六
年
)
、
小
山
正
明
「
賦

・
役
制
度
の
愛
革
」
〈
『
岩
波
講
座
世
界

歴
史
』
一
二
、
一
九
七
一
年
)
、
演
島
前
掲
書
前
註
(
2
〉
な
ど
。

(
日
)
康
隈
豚
志
、
巻
一
。

(

U

)

原
本
は
日
本
に
現
存
し
て
い
な
い
。
筆
者
は
、
所
江
省
画
書
館
に
お

い
て
、
嘉
慶
・
同
治
の
二
つ
の
版
本
を
開
質
し
た
。
森
田
明
「
明
末
の

劉
光
復
と
『
経
野
規
略
』
に
つ
い
て
」
(
『
皇
皐
館
論
叢
』
一
七
|
て

一
九
八
四
年
)
、
同
氏
「
明
末
高
山
東
水
利
の
一
考
察
|
|
諸
盤
地
方
を

中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
史
拳
研
究
』
二
ハ
五
、
一
九
八
四
年
)
を
参

照。

(
日
)
劉
光
復
「
白
塔
湖
境
問
記
」
(
『
経
野
規
格
』
正
巻
。
宣
統
豚
志
に
引

用
さ
れ
て
い
る
)
。

(
凶
〉
同
前
「
高
湖
填
悶
記
」
(
同
前
)
。

(
ロ
〉
王
守
仁
「
書
朱
子
種
巻
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
子
躍
信
用
諸
鐙

宰
問
政
、
陽
明
子
輿
之
言
皐
而
不
及
政
、
子
躍
退
而
省
其
身
、
懲
己

之
念
、
而
図
以
得
民
之
所
悪
也
。
窒
己
之
慾
、
而
因
以
得
民
之
所
好

也。

合
己
之
利
、
而
因
以
得
民
之
趨
也
。
傷
己
之
易
、
而
図
以
得
民
之

所
忽
也
。
去
己
之
猛
、
而
因
以
得
民
之
所
怠
也
。
明
己
之
性
、
而
困
以

得
民
之
所
同
也
。
」
(
王
守
仁
『
王
文
成
公
全
集
』
巻
八
、
文
録
五
、
雑

著〉。

(
叩
凶
)
高
暦
府
志
、
巻
二
、
域
池
士
山
。

(
ゆ
〉
宣
統
豚
志
、
巻
二
二
、
水
利
志
。

(
初
)
宣
統
豚
志
、
巻
三
、
建
置
志
。

(
幻
)
宣
統
鯨
志
、
巻
二
二
、
水
利
志
。

(
幻
)
本
稿
第
二
章
(

2

)

を
参
照
。

〈
お
)
宣
統
豚
志
、
巻
四
四
、
金
石
志
。

(

M

)

「
疏
通
水
利
保
陳
」
第
一
候
。
「
先
年
小
雨
、
猶
不
汎
混
者
、
以
泌

湖
蓄
水
、
而
填
外
多
隙
地
、
河
庚
足
以
容
流
也
。
今
泌
湖
繁
賀
築
城
、

勢
難
駿
復
。
官
填
之
外
、
人
人
佑
信
用
私
業
、
起
庄
房
於
渓
灘
、
植
桑
柳
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於
河
中
」
(
『
経
野
規
略
』
上
各
)
。

(
お
)
「
議
存
泌
湖
申
文
。
」
「
泌
湖
笹
川
蓄
瀦
之
所
、
以
殺
水
勢
。
初
存
五
高

鈴
畝
。
小
雨
猶
不
渡
溢
。
法
嘉
靖
三
十
五
年
、
倭
徹
努
償
築
城
。
高
阜

悉
錦
宮
門
、
中
下
亦
佃
豪
戸
。
各
局
宇
稼
稲
之
利
、
不
顧
防
川
之
災
。
河

窄
如
喉
、
受
流
若
咽
、
田
駅
霜
終
朝
、
一
望
成
沼
」
(
同
前
〉
。

(
M
m
〉
宣
統
豚
志
、
径
四
四
、
金
石
志
所
牧
の
「
泌
湖
重
修
聖
姑
廟
新
建
柱

石
橋
碑
文
」
に
糾
問
す
る
案
語
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
碑
文

は
、
呂
本
の
文
集
『
期
資
呂
先
生
集
』
に
は
枚
め
ら
れ
て
い
な
い
。

(
幻
)
宣
統
勝
志
、
巻
二
ハ
、
田
賦
士
山
。

(
お
)
一
候
鞭
法
に
闘
し
て
は
、
岩
見
宏
「
明
の
嘉
靖
前
後
に
於
け
る
賦
役

改
革
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一

O

五
、
一
九
四
九
年
〉
、
栗

林
宣
夫
ご
候
鞭
法
の
形
成
に
つ
い
て
」
ハ
『
清
水
博
士
追
悼
記
念
明
代

史
論
叢
』
一
九
六
二
年
〉
、
山
根
孝
夫
前
掲
書
前
註
〈
ロ
〉
そ
の
他
を
参

刀
白
川
。

(
m
m
〉
「
一
篠
編
。
一
候
編
之
法
、
嘉
靖
年
開
起
於
御
史
・
臆
慢
巷
公
向

航
。
蓋
奮
法
十
甲
里
長
第
一
年
蛍
役
、
則
第
六
年
審
均
径
二
年
嘗
役
、

則
七
年
均
値
情
。
編
均
筏
、
則
造
潟
虎
首
鼠
尾
加
、
在
前
者
賞
重
差
、
以

漸
而
軽
、
落
後
遇
堅
丁
女
戸
、
則
多
従
菟
役
。
年
久
俗
弊
、
軽
重
多
不

得
其
卒
。
如
庫
子
一
名
、
編
工
食
三
爾
五
銭
、
蛍
一
年
用
三
百
金
有
徐

不
止
。
其
他
雌
不
登
然
、
而
中
関
亦
不
軒
軽
。
首
審
時
鎖
求
、
請
托
公

行
、
街
門
人
乗
之
魚
好
、
無
所
不
至
。
腐
公
知
其
然
、
任
問
改
作
一
候

編
、
持
里
役
僚
編
、
照
丁
目
均
作
十
年
。
初
時
人
亦
以
篤
不
便
、
蓋
蓄

法
十
年
中
惟
態
役
二
年
、
而
僚
編
則
年
年
縞
役
出
銀
、
車
丁
女
戸
倶
不

得副知。

:
:
:
繁
化
之
時
、
地
方
之
時
宜
、
不
一
。
有
司
之
意
見
、
不

問
。
軽
重
多
寡
、
不
能
量
中
其
則
而
日
久
弊
生
。
陵
置
、
各
従
所
見
。

姑
家
其
一
二
。
如
革
庫
役
、
所
以
用
庫
吏
。
今
則
庫
吏
雌
在
、
復
有
所

謂
直
艦
、
即
添
直
植
、
亦
蛍
取
之
於
篠
編
、
而
取
之
糧
長
。
斗
級
木
在

篠
編
、
市
亦
移
之
糧
長
。
甚
至
坐
一
仮
於
泌
湖
、
支
分
芳
出
、
不
唯
一
事

会
。
:
:
:
」
(
防
相
問
躍
『
高
一
棲
集
』
径
五
六
、
績
羊
奈
集
九
)
。

(
鈎
)
前
註
(
叩
己
、
及
び
梁
方
仲
『
明
代
糧
長
制
度
』
〈
上
海
人
民
出
版

社
、
一
九
五
七
年
〉
、
星
斌
夫
『
明
代
漕
運
の
研
究
』
(
日
本
皐
術
振
興

品
目
、
一
九
六
三
年
)
、
同
『
大
運
河
設
展
史
』
(
卒
九
社
、
一
九
八
二

年
)
等
を
参
照
。

〈
況
〉
禽
暦
府
志
、
各
一
四
、
回
賦
志
一
。

(
幻
)
「
大
侶
湖
居
民
呈
詞
。
紹
興
府
諸
師
且
豚
六
十
八
都
呈
献
人
・
王
鋲

六

・
石
膏
四
十
七

・
陳
斌
四
十
八

・
郭
東
五
十
・

石
蒙
二
十
等
、
呈
震

裕
闘
救
民
事
。
本
豚
大
侶
湖
廟
明
頭
、
患
填
一
百
二
十
鈴
丈
、
内
包
七

湖
糧
田
一
十
五
蔦
半
。
豚
民
命
般
関
、
填
坐
低
窪
。
上
接
金

・
衝
洪

水
、
下
受
銭
塘
江
潮
、
毎
週
洪
水
、
街
場
如
線
、
軍
薄
似
掌
。
:
-
伏

乞
診
念
園
税
民
食
、
准
批
廉
豚
、
督
率
好
長
・
蒋
京
六
十
五
・
・
等
、

乗
今
農
隙
、
着
各
国
多
大
戸

・
蒋
太
四
十
九
:
:
:
等
、
佑
緋
椿
石
、
監

督
完
工
。
:
:
:
」
(
『
経
野
規
略
』
上
巻
)
。

(
お
〉
「
紹
興
府
諸
轡
一豚
、
震
裕
園
救
民
事
。
」
(
同
前
)
。

(
M
)

「
開
治
河
渠
申
文
。
紹
興
府
豊
豚
信
用
開
治
河
渠
張
、
氷
利
事
。
卑
臓
見

本
豚
地
勢
低
下
、
歳
苦
水
災
、
恩
給
救
其
寓
一
。
故
夏
秋
以
来
、
毎
巡

視
江
岸
、
変
鋤
啓
一
塞
。
踏
至
豚
下
深
拾
徐
里
土
名
賀
沙
陸
、
河
流
北
行

復
折
而
南
、
約
十
里
許
、
自
陸
頭
穿
透
、
不
遇
五
十
二
丈
、
即
逼
三
江

順
流
、
叉
下
三
十
里
土
名
蒋
村
隆
、
則
係
山
陰
地
方
、
河
向
西
北
、
復

折
東
南
、
約
五
里
品
跡
、
自
陸
中
穿
透
、
不
過
三
十
丈
。
職
謂
湖
民
日
『
従

此
開
去
、
工
費
亦
易
、
水
長
可
殺
、
上
流
水
退
、
易
得
踊
潟
、
治
河
無
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以
易
此
。
』
民
威
儀
呼
穏
便
。
長
老
叉
臼
『
此
隔
豚
地
方
、
恐
有
異
議
、

須
速
治
之
。
』
卑
豚
即
給
償
、
間
貝
其
田
拾
陵
畝
。
比
九
月
十
五
夜
巳
二

鼓
、
飛
票
召
集
湖
夫
、
詰
朝
趨
赴
者
、
約
三
千
絵
人
。
計
人
授
地
、
親

盛
岡
指
督
。
三
日
而
成
。
:
・
・
」
(
『
経
野
規
略
』
上
各
)
。

〈
お
)
「
前
向
麿
開
、
蛍
令
劉
公
率
民
直
扶
河
流
。
若
建
飯
而
下
。
薪
之
六
・

七
・
八
都
、
水
患
滋
甚
。
」
(
康
照
『
粛
山
豚
士
山
』
巻
一

O
、
回
賦
士
山
〉
。

(
お
〉
「
代
納
壁
湖
糧
説
L

(

同
前
)
。

(
幻
)
斯
波
義
信
「
『
腕
渓
改
繍
篤
橋
始
末
記
』
に
つ
い
て
」
(
『
西
嶋
定
生

博
士
還
暦
記
念
・
東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
園
家
と
農
民
』
山
川
出
版

社
、
一
九
八
四
年
)
。

(
お
)
「
一
、
均
塘
蕩
額
糧
、
以
救
枯
貧
。
泌
湖
-初
篤
各
湖
瀦
蓄
之
所
、
今

築
成
拝
、
反
居
上
流
、
泥
堅
水
潟
、
地
街
土
肥
、
所
入
既
多
、
受
患
反

盤
。
納
糧
上
則
毎
畝
科
銀
楽
厘
参
華
、
中
則
毎
畝
科
銀
伍
厘
玖
奪
、
下

則
怨
畝
科
銀
参
厘
伍
奪
、
別
無
差
倍
情
。
而
各
湖
、
如
白
搭
湖
金
家
等
・

濃
高
湖
十
二
億
一
等
慮
、

三
年
雨
荒
、
十
種
九
空
、

毎
畝
庫
分
保
糧
、
里

甲
夫
役
費
、
且
不
資
。
:
:
:
職
謂
塘
蕩
毎
畝
課
銀
萱
厘
伍
奪
、
而
有
育

魚
濯
滋
之
利
、
即
倍
之
、
亦
不
信
周
過
。
泌
湖
居
民
、
久
己
成
業
、
帥
押
賀

多
主
、
一
方
待
命
、
勢
在
必
争
。
衆
湖
倶
尾
其
下
、
議
棄
未
必
、
駿
盆

第
更
、
徒
滋
擾
援
。
莫
若
絡
上
則
者
二
畝
則
一
畝
、
中
則
者
三
畝
則

一
、
下
則
者
四
畝
則
一
。
自
度
不
能
成
田
者
、
告
鳴
擁
填
、

永
不
許
成

田
、
止
許
魚
草
之
利
。
奥
塘
蕩
科
則
、
而
各
湖
甚
低
庭
、
酌
量
議
則
、

沿
江
通
潮
湖
、
亦
分
別
起
科
。
如
此
、

則
糧
成
業
定
。
泌
湖
国
在
築

従
、
而
入
蒋
税
軽
、
窮
民
可
菟
遁
累
。
似
亦
通
繁
宜
民
之
術
也
。
伏
乞

愈
裁
。
」

(
お
)
「
関
里
私
問
。
或
問
日
『
子
謂
邑
令
均
里
乎
。
』
問
躍
日
『
未
也
。

語
謂
糧
不
過
豚
、
丁
不
遇
都
、
在
一
塁
、
則
自
然
嘗
均
、
在
一
一
勝
、
則

不
能
必
均
。
邑
令
開
里
、
余
謂
開
之
不
如
均
爾
。
其
理
易
見
。
時
正
畷

茶
、
即
以
雨
臨
警
之
。
減
満
者
以
盆
不
足
、
則
此
損
而
彼
有
盆
、
徒
分

其
満
者
、
使
輿
不
足
者
等
、
則
損
此
而
初
無
盆
於
彼
爾
。
』
日
『
然
則

均
之
嘗
乎
。
』
〔
同
様
〕
日
『
:
:
・
一
邑
篤
若
干
郷
若
干
都
、
而
郷
輿

都
亦
禾
嘗
一
。
何
者
。
耕
土
地
・
均
道
里
・
協
人
情
、
如
十
指
然
、
各

足
其
用
而
己
。
裁
鶴
之
頚
、
以
績
ぬ
之
足
、
而
可
篤
也
。
:
:
然
則
必

不
可
均
乎
。
:
・
・
。
』
:
・
日
『
某
都
某
園
即
附
某
都
並
木
園
、
便
究
多

事
事
矢
。
然
則
置
五
十
九
都
之
里
可
乎
。
』
〔
問
躍
〕
日
『
吾
不
知
其
置

之
之
意
也
。
有
土
地
而
後
有
人
民
、
而
後
有
征
得
、
而
後
置
園
皇
、
非

信
用
観
美
而
己
也
。
今
無
民
而
篤
有
民
、
玄
口
誰
歎
乎
。
無
之
何
損
、
而
有

之
何
利
乎
。
夫
五
十
九
都
泌
湖
也
。
其
有
都
無
皇
、
不
知
幾
百
年
笑
。

今
銃
田
之
、
則
都
里
之
、
誠
亦
有
見
。
然
園
里
之
、
必
蛍
園
里
其
土
著

之
民
。
今
駿
別
都
以
充
之
、
何
謂
而
設
乎
。
夫
天
下
之
功
、
不
必
皆
己

出
也
。
使
泌
湖
而
信
可
唐
突
、
生
家
終
日
蕃
、
戸
口
終
日
衆
、
異
日
園

里
之
、
来
晩
也
。
如
不
可
居
、
終
嘗
魚
湖
。
今
日
置
之
則
易
、
後
日
去

之
則
難
。
誰
任
其
径
乎
。
:
:
・
』
:
:
:
」
(
諮
問
櫨
『
高
一
穆
集
』
径

四

O
)。

(
必
)
『
高
一
棲
外
集
』
巻
九
、
族
譜
。

(
円
引
〉
山
本
英
史
「
『
自
封
投
極
』
考
」
(
未
定
稿
〉
。

〈
必
〉
宣
統
豚
志
、
巻
一
六
、
回
賦
志
。

(
必
)
同
前
。

(

M

H

)

里
書
の
よ
う
な
祉
曾
的
存
在
を
排
除
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
清

代
末
期
に
諸
賢
豚
に
は
「
荘
書
」
と
呼
ば
れ
る
者
が
お
り
、
土
地
婆
帳

を
掌
屋
し
、
土
地
名
義
書
換
え
の
と
き
、
頁
主
・
買
主
の
後
方
か
ら
金

- 95ー



558 

銭
を
取
っ
て
い
た
(
『
諸
竪
民
報
五
周
年
紀
念
加
』
一
九
二
五
年
〉
。

(
必
〉
宣
統
豚
志
、
各
二
ニ
、
水
利
志
。

(
必
)
『
諸
堂
民
報
五
周
年
紀
念
加
』
。

〈

U
)

「
:
:
:
一
、
重
好
長
以
巌
催
課
。
近
年
湖
填
之
事
、
呼
長
怠
惰
、
毎

因
業
主
疲
玩
所
致
。
短
見
湖
沖
決
、
呼
長
殉
喝
心
力
、
糾
集
郷
夫
、
及

至
告
成
上
門
兜
費
。
有
国
之
家
、
多
推
婦
女
腹
門
、
不
日
『
男
人
故

客
』
、
則
日
『
出
門
貰
買
』
。
下
次
復
然
。
及
男
人
相
遇
、
先
責
浮
波
、

次
説
情
節
。
近
村
猶
可
、
遠
地
不
堪
。
二
三
次
一
走
、
費
僅
幾
許
、
而

呼
長
茶
畑
酒
飯
一
吃
、
立
化
烏
有
。
此
風
在
豚
城
有
国
之
家
更
甚
。

.. 

・
:
如
有
業
主
仰
路
前
轍
、
許
其
指
名
菓
究
、
即
着
壮
阜
伽
押
填
所
、
完

工
開
穫
。
懲
一
徹
百
、
則
事
可
成
。
」
(
同
前
)
。

(
必
)
「
知
豚
鵬
圏
批
示
云

「
・
:
:
凡
七
十
二
湖
田
畝
、
如
遇
水
漫
、
均
相

連
泉
。
今
既
設
法
疏
溶
、
無
論
坐
落
附
胸
裏
沿
江
、
自
腹
通
機
汲
費
、
庶

毎
畝
出
銭
不
多
、
衆
撃
易
摩
。
現
擬
挑
溶
沙
敬
之
外
、
抱
深
若
干
、
自

某
庭
起
至
某
廃
止
、
共
需
工
費
若
干

P

共
有
湖
田
若
干
。
毎
畝
一
波
銭
若

干
P

共
可
波
銭
若
干
。
均
態
議
定
章
程
。
乗
此
各
令
同
時
並
撃
、
魁
日

告
成
、
該
紳
士
等
即
再
逐
一
議
桜
、
以
愚
核
詳
。
』
」
(
同
前
)
。

(
品
目
)
「
稔
錬
等
議
日
『
:
:
:
今
概
以
沿
江
・
一
一泉湖
通
機
浪
費
、
不
濁
出
費

之
家
親
切
一
遍
延
、
坪
長
任
事
之
人
亦
必
透
巡
畏
縮
。
:
:
;
旦
湖
内
汲

費
、
規
矩
不
て
有
業
主
出
費
者
、
有
佃
戸
出
費
者
、
有
業
佃
並
出

者
、
有
傭
工
低
償
者
。
湖
湖
不
問
、
境
填
不
て
通
機
均
源
、
似
難
核

行
。
:
:
:
』
」
(
同
前
)
。

(
印
)
新
村
容
子
「
清
末
四
川
省
に
お
け
る
局
士
の
歴
史
的
性
格
」
(
『
東
洋

聞
学
報
』
六
四
|
三
・
四
合
併
鋭
、
一
九
八
三
年
〉
、
中
村
哲
夫
「
郷
紳

の
手
に
な
る
郷
紳
調
査
に
つ
い
て
」
(
向
氏
『
近
代
中
園
杜
曾
史
研
究

序
説
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
四
年
)
、
片
岡
一
忠
「
清
代
後
期
侠
西
省

の
差
衝
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
四
三
、
一
九
八
五
年
〉
。

(
日
)
羅
爾
綱
『
湘
軍
兵
士
心
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
)
第
七
章
。
岩

井
茂
樹
「
清
代
園
家
財
政
に
お
け
る
中
央
と
地
方
|
|
酌
援
制
度
を
中

心
に
し
て
l1
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
二
二
、
一
九
八
三
年
〉
。

〔
追
記
〕
本
稿

「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
、

繰
り
返

し
用
い
て
い
る
「
回

路」

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
村
に
作
用
す
る
磁
力
に
つ
い
て

|
|
獅
江
省
都
豚
動
勇
村
(
鳳
渓
村
)
の
履
歴
|
|
」
(
下
)
(
『
中
園
研
究

月
報
』
四
O
|
二
、
一
九
八
六
年
〉
を
参
照
の
こ
と
。
本
稿
の
原
稿
を
岸
本

美
緒
氏
に
讃
ん
で
い
た
だ
き
、
史
料
解
穣
の
誤
り
・
濁
り
善
が
り
な
貼
を
指

摘
し
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
示
し
た
い
。
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lost its original goal and became what was considered to be no more

than ａ mandatory period of duty｡

　　　

In other words, it can be said that, against this background, the

petition to be released from the academy represented an inherent problem

in the system of Hanlin Bachelors.

COUNTY ADMINISTRATION AND LOCAL ELITE

　

IN EASTERN ZHEJIANG PROVINCE DURING

　　　　　　　

THE MING-QING PERIOD

Ueda Makoto

　　

This paper aims to trace the course of ａ change ,in relationship

between county authorities and local elitein Zhuji 諸壁ｃｏｕｎtｙduring the

Ming and Qing periods from the viewpoint of social history.

　　

At the Jiajing 嘉靖era, the county administration could not intervene

in rural society'sirrigation which was maintained under the system of

Liiia里甲, but reduce the amount of corvee tax that the other region

demanded. In 155O's when Japanese piratesattacked the coastal provinces,

ａ county magistrate sold the government land around Lake Ｍｉ泌湖in

Zhuii to build the wall of the county town. The new landlords of Lake

Mi nominally ｏ任ered their land to the local elitewho enjoyed the pri-

vileges of ｅχemption from tａχation,and were not under the control 0f

the county authorities.We will refer to them as Haoyou 豪右, or super-

county elites.

　　

After the Single whip tａχsystem 一1匿鞭法was enforced, the county

became ａ unit of taxation and assumed responsibilityfor collecting tａχes.

Maintaining

　

agricultural

　

production became the duty of the county

magistrate.

　

It was important for the local eliteto influence the county

administration. At the end of the Wanli 萬暦era, a gentleman郷紳who

had retired from the bureaucracy and was residing in Zhuji used his

connections

　

in

　

the

　

ｏ伍cial

　

world

　

to

　

begin

　

to

　

interfere

　

with

　

local

administration｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



　　

During the Qing period, county authorities were not able to carry out

their duties of　collecting　tａχes　and　maintaining　irrigation　facilities

without support from the group of county elites 邑紳．

bAbur PADISHAH AND HAYDAR MiRZA

　　　　　

―theirMutualRelationship

Mano Eiji

　　

In the first half of the sixteenth century two excellent histories of

Central Asia, namelyＢｄｂｕｒ｡ｎａｍａofBabur Padishah and Taｒjfeh-ｉＫａｓｈｉｄｉ

of Haydar Mirza, appeared. Figuratively speaking, these histories are

two stars shining brightly in the sky of Central Asian historiography.

Before and after them, they have no equals.　Then why not only one,

but also two ｅχcellent histories could appear almost simultaneously in that

period in Central Asia where such histories are rare from ancient times ？

In order to answer this simple but important question, the author tries to

examine the mutual relationship between Babur Padishah and IJaydar

Mirza. The author's conclusions are as follows :

　　

1. Centering around the Moghul Khans, the families of Babur and

yaydar associated with each other very friendly.

　　

2. With such relationship for ａ　background, Babur　and Haydar

associated closely twice : firstly between 1505 and 1507 and secondly

between 1509 and 1512.

　　

3. The participation of Muhammad liusayn, Ilaydar's father, in the

Moghul's revolt against Babur in Kabul broke off the丘rst association.

But the generous and humanistic attitude of Babur toward Muhammad

Ilusayn and others impressed young Haydar.

　　

4. In 1509 Babur invited Haydar, whose father was killed by the

Uzbeg, to Kabul and took care of IJaydar with great hospitality. Babur's

fatherly interest in yaydar removed the bitterness of orphanage and the

poison of banishment from the latter's mind. IJaydar passed ａ long time

in the service of Babur, in perfect happiness and freedom from care｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－5－


